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序章 

 

計画改定にあたって 



序章 計画改定にあたって 

第１節 計画改定の趣旨 

 

平成 12 年度より展開されてきた国民健康づくり運動「健康日本 21」は、壮年期死亡の減少、健

康寿命の延伸、生活の質の向上を目的として、健康を増進し発症を予防する「一次予防」を重視す

る取組が推進されてきました。 

今回、平成 25年度から平成 34年度までの「二十一世紀における第二次国民健康づくり運動 健

康日本 21（第二次）」（以下「国民運動」という。）では、21世紀の日本を『急速な人口の高齢化や

生活習慣の変化により、疾病構造が変化し、疾病全体に占めるがん、虚血性心疾患、脳血管疾患、

糖尿病等の生活習慣病の割合が増加し、これら生活習慣病に係る医療費の国民医療費に占める割合

が約３割となる中で、高齢化の進展により、ますます病気や介護の負担は上昇し、これまでのよう

な高い経済成長が望めないとするならば、疾病による負担が極めて大きな社会になる』と捉え、引

き続き、生活習慣病の一次予防に重点を置くとともに、合併症の発症や症状進展などの重症化予防

を重視した取り組みを推進するために、下記の５つの基本的な方向が示されました。 

 

１ 健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

２ 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底（＊NCDの予防） 

３ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上 

４ 健康を支え、守るための社会環境の整備 

５ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、喫煙、飲酒及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及び

社会環境の改善 

 

また、これらの基本的な方向を達成するため、53 項目について、現状の数値とおおむね 10 年後

の目標値を掲げ、目標の達成に向けた取り組みがさらに強化されるよう、その結果を厚生労働大臣

告示として示すことになりました。 

遠軽町では平成 22年６月の、「健康日本 21」の取り組みを法的に位置づけられた健康増進法に基

づき、町の特徴や、町民の健康状態をもとに、健康課題を明らかにした上で、生活習慣病予防に視

点をおいた、健康増進計画「遠軽町ヘルシープラン」を策定し、取り組みを推進してきました。 

今回、示された「国民運動」の基本的な方向及び目標 53 項目については、これまでの町の取り

組みの評価及び新たな健康課題などを踏まえ、遠軽町ヘルシープラン（第二次）を策定します。 
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参考 基本的な方向の概略 

 

１ 健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

健康寿命：健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間 

健康格差：地域や社会経済状況の違いによる集団における健康状態の差 

 

２ 主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防 

がん、循環器疾患、糖尿病及び COPD（慢性閉塞性肺疾患）に対処するため、合併症の発症や症

状の進展などの重症化の予防に重点を置いた対策を推進する。 

国際的にも、これらの疾患は重要な NCD（Non Communicable Disease）として対策が講じられ

ている。 

 

＊NCDとは 

心血管疾患、がん、慢性呼吸器疾患及び糖尿病を中心とする非感染性疾患（NCD）は、人の健

康と発展に対する主な脅威となっている。 

これらの疾患は、共通する危険因子（主として喫煙、不健康な食事、運動不足、過度の飲酒）

を取り除くことで予防できる。 

この健康問題に対処しない限り、これらの疾患による死亡と負荷は増大し続けるであろうと予

測し、世界保健機関（WHO）では、「非感染性疾病への予防と管理に関するグローバル戦略」を策

定するほか、国連におけるハイレベル会合で NCDが取り上げられる等、世界的に NCDの予防と管

理を行う政策の重要性が認識されている。 

今後、WHO において、NCD の予防のための世界的な目標を設定し、世界全体で NCD 予防の達成

を図っていくこととされている。 

 

３ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上 

若年期から高齢期まで、全てのライフステージにおいて、心身機能の維持及び向上に取り組む。 

 

４ 健康を支え、守るための社会環境の整備 

個人の健康は、家庭、学校、地域、職場等の社会環境の影響を受けることから、国民が主体的

に行うことができる健康増進の取り組みを総合的に支援していく環境を整備する。 

 

５ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、喫煙、飲酒及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及び

社会環境の改善 

対象ごとの特性やニーズ、健康課題等の十分な把握を行う。 
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第２節 計画の性格 

 

この計画は、遠軽町第５次総合計画を上位計画とし、町民の健康の増進を図るための基本的事項

を示し、推進に必要な方策を明らかにするものです。 

この計画の推進にあたっては、国の「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方

針」を参考とし、また、保健事業の効率的な実施を図るため、医療保険者として策定する高齢者の

医療の確保に関する法律に規定する遠軽町国民健康保険特定健康診査等実施計画と一体的に策定

し、医療保険者として実施する保健事業と事業実施者として行う健康増進事業との連携を図ります。 

同時に、今回の目標項目に関連する法律及び各種計画との十分な整合性を図るものとします。 

（表１） 

 

表１ 関連する法律及び各種計画 

 

 

第３節 計画の期間 

 

この計画の目標年次は平成 34 年度とし、計画の期間は平成 26 年度から平成 34 年度まで 9 年間

とします。なお、平成 29年を目途に中間評価を行います。 

 

第４節 計画の対象 

 

この計画は、乳幼児期から高齢期までのライフステージに応じた健康増進の取り組みを推進する

ため、全町民を対象とします。 

 

 北海道の計画 遠軽町の計画 

健康増進法 北海道健康増進計画「すこやか

北海道 21」 

遠軽町ヘルシープラン 

高齢者の医療の確保に関す

る法律 

北海道医療費適正化計画 遠軽町国民健康保険特定健康

診査等実施計画 

次世代育成対策推進法 

 

北の大地☆子ども未来づくり

北海道計画 

遠軽町次世代育成行動支援計

画 

食育基本法 北海道食育推進計画  

がん対策基本法 北海道がん対策推進計画 (遠軽町ヘルシープラン) 

歯科口腔保健の推進に関す

る法律 

歯科口腔保健の推進に関する

法律 

 

介護保険法 北海道高齢者保健福祉計画・介

護保険事業支援計画 

遠軽町第５期介護保険事業計

画・高齢者福祉計画 
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遠軽町の概況と特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第Ⅰ章 遠軽町の概況と特性 

 

第 1節 町の概要 

 遠軽町は、北海道の北東部、オホーツク管内のほぼ中央、内陸側に位置しています。平成 17 年に遠

軽町・丸瀬布町・生田原町・白滝村の３町１村が合併し、「新遠軽町」となりました。 

 北は紋別市・滝上町、東は湧別町・佐呂間町、西は上川町、南は北見市に接しており、東西 47ｋｍ、

南北 46ｋｍにわたる緑豊かなまちです。 

 町を貫流する湧別川の上流側に位置し、開拓当初から農耕地に適した環境として繁栄してきましたが、

昭和 26 年に陸上自衛隊が駐屯しました。平成 22 年の産業別人口は、第 1 次産業 8.9％・第 2 次産業

19.1％・第 3次産業 72.0％で、農業（酪農）・商業・観光・自衛隊のまちです。 
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割合 割合 割合

総人口 - - -

0歳～14歳 13.2% 11.9% 12.4%

15歳～64歳 63.8% 63.2% 56.4%

65歳以上 23.0% 24.7% 31.2%

(再掲)75歳以上 11.1% 12.2% 16.4%

男　性 74位

女　性 52 位

死亡率
(10万対)

死亡率
(10万対)

原因 人数 死亡率
(10万対)

１位 279.7 324.8 84 人 378.3

２位 149.8 162.6 41 人 184.6

３位 97.7 96.3 29 人 130.6

４位 94.1 96.2 肺炎 22 人 99.1

５位 35.9 30.3 老衰 11 人 49.5

14.7% 15.7% 12.5%

男  性 18.9% 19.1% 16.0%

H22年人口動態調査 女  性 10.0% 11.7% 7.4%

16.2% 17.0% 13.1%

再）75歳以上（％） 29.4% 30.1% 22.4%

再）65－74歳（％） 4.2% 4.7% 3.2%

原因 人数 割合 原因 人数 割合

第1位 骨関節 424人 44.4%

第2位 脳血管 300人 31.4%

第3位 その他 238人 24.9%

第4位 認知症 224人 23.4%

第5位 心疾患 170人 17.8%

0.3% 0.3% 0.3%

うち脳血管疾患
割合（/２号認定者）

87.5%

１人あたり １人あたり １人あたり

219 212 160

全道

136

H22年度後期高齢者
医療事業状況報告

位

割合 割合 割合

ー - -

(再掲)　前期高齢者 31.1% 33.0% 42.1%

(再掲)　70歳以上 16.5% 21.4%

一般 94.8% 94.7% 96.0%

退職 5.2% 5.3% 4.0%

加入率（年度末） 28.40% 27.7%

１人あたり １人あたり １人あたり

289,885 342 329

(再掲)　前期高齢者 516 473

(再掲)　70歳以上 600 537

一般 （千円） 285,399 337 342

退職 （千円） 371,663 436 343

生活習慣病レセ状況
（男女計,74歳以下）

率 率 率

費用額/占有率

枚数/占有率 34.9

実人数/占有率（様式3-1）

（再掲）40～74歳

（再掲）65～74歳

割合 割合 割合

脳血管疾患 11.2

虚血性心疾患 13.5

糖尿病 33.8

（再掲）インスリン療法 1.8

平成24年5月診療分 （再掲）人工透析 0.4

（再掲）糖尿病性腎症 2.4

（再掲）糖尿病性網膜症 1.1

高血圧症 72.0

高尿酸血症 11.8

高脂血症 53.0

人工透析患者
24年度末

2.4 2.7 2.3

自立支援医療（更生医
療）意見書より 44.1% 50.0%

1,410,049 1,952,063 15.3 110,312 159,542 28.8 234 314 14.0%

160 68.4%

受診率 受診者数 受診率 全国順位 受診者数 受診率 全道順位

32.0% 22.6% 1,186 27.3 % 96 位

実施率 終了者数 実施率 全国順位 終了者数 実施率 全道順位

20.8% 28.0% 128 69.9 %

低体重児出生率
(出生百対)

9.6 9.8 10.4

極低体重児出生率
(出生百対)

0.75 0.5

8.6

H22年
人口動態調査

193

出生率(千対) 8.5 7.3
7

出生
出生数 1,071,304人 40,158

受診者数

7,170,246人

H22年度
特定健診・特定保健指導

実施結果集計表
特定保健指導

終了者数

197,122人

生活保護
平成22年度

（年度平均）

保護世帯/保護人員/保護率（‰）

医療扶助率

6

特定健診
特定保健指導
＊市町村国保

特定健診

50人

糖尿病性腎症/割合 25人

852

透析患者数/人口1千対 309946人 14,786人

1,159

190

45

21

34

8

258

645

実人数 実人数

180

医療費分析
1,609

1,609

生活習慣病（40～74歳） 実人数

2,019,180

696,961,784,076 34,610,186 83,743

平成22年度
国民健康保険事業年報

9,755,910,459,792 480,374,599

148,716,172

2,102,923

707,537

256,895,211 1,223,312

医療費
医療費

医療費総額
（千円）

医療費 医療費

10,452,864,654,100 514,984,785

平成22年度
国民健康保険事業年報

34,183,408 人 1,426,957 人 5,900 人

1,875,252 人

247,804 人

244 人

1,317 人

2,584 人

5

国保
被保険者数

人数 人数

11,212,950 人 497,459 人

79,374 人

人数

36,058,660 人 1,506,331 人 6,144 人

１人あたり医療費（円） 904,795 円 1,070,584 887,2984
後期高齢者医療

加入者（年度平均） 14,059,915 人 667,265

全国
34位

第5期保険料額（月額） 4,972 円 4,631 円

3

介護保険

医療費総額（千円） 12,721,335,977,000 円 714,268,239

6,328,280,695 283,464,102 1,114,493

3,100 円

21人

給付費

108人

1号認定者の原因疾病
（医師意見書より）

H21年度
介護保険事業状況報告

2号認定者数／
2号人口に対する割合

149,558人 6,809人

643,446人 32,173人

第１号被保険者分
介護給付費

（単位：千円）

給付費 給付費

24人

896人

4,052,938人 195,172人 788人

1号認定者数／１号被保険者 に対
する割合

4,696,384人 227,345人

923人認定者数（Ｈ21年度末） 4,845,942人 234,154人

33 人

110,065 人 5,696人 25人

56,584 人 2,994人 ８人

不慮の事故

早世予防からみた
死亡(64歳以下)

合  計 176,549 人 8,690人

H22年
人口動態調査

悪性新生物

心疾患 心疾患

85.8 86.2

２

死亡
死亡原因 死亡原因 原因

悪性新生物 悪性新生物

肺炎 肺炎

老衰

心疾患

脳血管疾患 脳血管疾患 脳血管疾患

平均寿命
厚生労働省

2005年(17年)

78.8 78.3

6,954

14,072,210 670,118 3,665

29,245,685 1,358,068

78.4

85.8

2,751

81,031,800 3,482,169 12,560

16,803,444 657,312

項　　　目 全国 北海道 遠軽町

１

人口構成

H22年
国勢調査

人数 人数 人数

128,057,352 5,506,419 22,265

第２節　健康に関する概況

全国・全道よりも高齢化率（後期
高齢化率も）が高く、年々少子高
齢化が進んでいる。

全国・全道と比較すると、
男性は短く、女性は長い。

順位は全国・全道とほぼ同じ。
1～4位までの死亡率が全国・
全道より高い。

全国・全道よりも低い割合で推
移しているが、男性が高い。

介護保険の認定率は、高齢化に伴い
上昇傾向であるが、1号・2号被保険
者ともに全国・全道よりも低い。

2号(40-64歳）認定者の9割弱が脳
血管疾患が原因疾患である。

介護度が上がるほど、脳血管疾患の
占める割合が増加（要介護5では
51%）。また、脳血管疾患の人の4人
に1人が認知症であった。（H23調
べ）

全国・全道より一人あたり医療費は

安く、全道の中でも安い方に位置し

ている。

H23年 917,425円（全道122位）

加入者のうち前期高齢者の割合
が全国・全道よりも高く、70～
74歳の割合も高い。

一般の一人当たり医療費が全
国・全道よりも高い。

1位：高血圧
2位：高脂血症
3位：糖尿病

糖尿病性腎症が多く、糖
尿病対策が課題。

保健指導実施率は高いが、健
診受診率の向上が課題。
H24年度 32.6％

低体重出生児の割合が全国・全道
よりも高い。
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１ 人口構成 

 

 遠軽町の人口（平成 22 年国勢調査）構成をみると、15～64 歳（生産年齢人口）の割合が全国・全道

より低く、65歳以上の高齢化率と併せ、75歳以上の後期高齢化率が全国全道より高くなっています。 

（表 1） 

 

表 1 人口構成                         （平成 22年国勢調査） 

総人口
0～14歳
15～64歳
65歳以上

（再掲）75歳以上

人数 割合
128,057,352
16,803,444
81,031,800
29,245,685
14,072,210

-
13.2%
63.8%
23.0%
11.1%

人数 割合
5,506,419
657,312

1,358,068
670,118

-
11.9%
63.2%
24.7%
12.2% 3,665 16.5%

2,751 12.4%
12,560 56.4%

全国 北海道 遠軽町

6,954 31.2%

人数 割合
22,265 -

3,482,169

 

遠軽町の人口（国勢調査）は平成 17年には 23,648人でしたが、平成 22年には 22,265人となり、減

少傾向にあります。 

 人口構成をみると、64歳以下人口が平成 17年から平成 22年までの 5年間に 1,740人減少しているの

に対して、65歳以上の人口は、同期間に 355人増加しています。 

 高齢化率は、平成 17年には 27.9％でしたが、平成 22 年には 31.2％となり 5 年間で 3.3％高くなり、

少子高齢化がますます進んでいます。今後はさらにその傾向が強まると予測されます。（図 1） 

 

 図 1 人口の推移と推計（平成 25年 3月推計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 平成 17年 平成 22年 国勢調査 

   平成 27年 平成 32年 平成 37年 平成 42年 国立社会保障・人口問題研究所『日本の市町村別将来推計人口』 

（平成 25年 3月推計） 

 

 

1,514人1,714人1,969人2,331人2,751人
～14歳

3,075人

3,374人3,757人
4,215人4,736人

5,165人

15～39歳

5,906人

5,068人

5,549人
5,962人

6,540人

7,395人

40～64歳

8,070人

2,248人

2,618人
3,274人

3,422人
3,289人

65～74歳

3,521人

4,342人

4,417人

4,149人
3,994人

3,665人

75歳以上

3,078人
高齢化率,

39.8%
 39.0%

37.9%

35.3%

31.2%

 27.9%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

平成17年 平成22年 平成27年 平成32年 平成37年 平成42年

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%23,648人 22,265人 21,023人 19,569人 16,546人18,055人

　　　国勢調査 　　　将来推計人口
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２ 死亡 

○ 遠軽町の平均寿命(表 2)は、全国及び全道と比べると、男性は短く女性は長くなっています。 

表 2 平均寿命                             （厚生労働省 平成 22年） 

 全国 北海道 （全国順位） 遠軽町 

男 性 79.6歳 79.2歳 35位 79.1歳 

女 性 86.4歳 86.3歳 26位 87.7歳 

  

○  平成 22 年の遠軽町の主要死因(表 3)を全国全道と比較すると、1 位から 4 位までの死亡率が全

国全道より高くなっています。 

表 3 主な死因                            （平成 22年 地域保健情報年報） 

脳血管疾患 97.7

35.9

肺炎 96.2肺炎 94.1

不慮の事故 30.3老衰

悪性新生物 279.7

心疾患 162.6心疾患 149.8

全国

原因 死亡率
(10万対)

原因 死亡率
(10万対)

老衰 11 49.5

北海道

悪性新生物 324.8

脳血管疾患 96.3 脳血管疾患 29 130.6

肺炎 22 99.1

悪性新生物 84 378.3

心疾患 41 184.6

遠軽町

原因 人数 死亡率
(10万対)

3位

4位

5位

1位

2位

 

○  主要死因の 5 年間の変化(表 4)をみると、1 位は悪性新生物、2 位は心疾患で占めており、3 位

4 位も脳血管疾患と肺炎で推移しています。平成 19 年に 5 位となった腎不全は、平成 20 年も 6

位(38.9)と高い死亡率でした。 

 表 4 遠軽町の主要死因の変化                        （人口 10万対死亡率） 

不慮の事故
47.6

Ｈ22年

悪性新生物
378.3

心疾患
184.6

脳血管疾患
130.6

老衰
52.6

肺炎
147.1

脳血管疾患
149.1

肺炎
99.1

老衰
49.5

脳血管疾患
115.3

脳血管疾患
112.5

肺炎
109.6

肺炎
136.6

Ｈ19年 Ｈ20年 Ｈ21年

悪性新生物
392.9

悪性新生物
367.7

悪性新生物
434.1

心疾患
149.4

心疾患
186.0

心疾患
153.5

悪性新生物
333.6

心疾患
173.1

肺炎
97.1

不慮の事故
50.7

腎不全
47.0

4位

5位

Ｈ18年

1位

2位

3位
脳血管疾患

105.6

 
 

○  早世(64 歳以下)死亡（表 5）については、全国全道より低い割合で推移しています。早世死亡

の中でも、遠軽町は 55歳から 64歳の死亡が 5～6割を占めています。主要死因は、悪性新生物が

約半数を占めており、次いで心疾患(2 割)、脳血管疾患(1 割)、不慮の事故(1 割)、自殺(1 割弱)

となっています。 

表 5 早世死亡（64歳以下）の状況               （全死亡に占める 64以下の死亡割合） 

8人 7.4%10人 8.1% 14人 11.5%

遠軽町(H20) 遠軽町(H21) 遠軽町(H22)

21人 14.0% 26人 17.3% 25人 16.0%

女性

男性 18.9%19.1%

北海道(H22)全国(H22)

10.0%11.7%
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３ 介護保険 

 

 遠軽町の介護保険の認定率は、第 1 号被保険者（65 歳以上）及び第 2 号被保険者（64 歳以下）

ともに、全国や全道より低い状況です。第 1号被保険者の一人当たりの介護給付費は全道全国より

低く、第 5期保険料月額も、全国平均より安くなっています。しかし、医療施設での入院等で介護

保険利用が少ないと推測されるため一概に判断できません。 

  

表 6 介護保険の状況      (平成 22年度 介護保健事業報告 保険料は平成 24 第 5期) 

 遠軽町 北海道 全国 

第 1号認定率 6,858人 13.3％ 238,801人 17.7％ 16.9％ 

再）75歳以上(％) 806人 22.0％ 206,611人 30.8％ 29.9％ 

再）65-74歳(％) 106人 3.3％ 32,190人 4.7％ 4.3％ 

第 2号認定率 23人 0.32％ 6,968人 0.36％ 0.36％ 

給付費（千円） 
給付費 1 人当たり 給付費 1 人当たり 給付費 1 人当たり 

1,257 171 296,109,294 219  229 

第 5期保険料 

(月額) 
３,１００円 ４,６３１円 ４,９７２円 

 遠軽町の第 1号被保険者の認定率は、13％前後で推移していますが、高齢化に伴い、年々認定者

は増加しています。 

 

 

図 2 第 1号被保険者 要介護認定者数（率）、給付費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
給付費 10.6億 10.7億 11億 12億 12.6億 12.8億  

213
162 151 145 121 146

0 125 121 114 110
135

293 148 149 161 187
194

120
153 169 168 171

181

122
128 129 119 122

129

104
115 106 110 103

110
63 67 96 106 121

123

0

200
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要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

13.3%

13

14％

12.9%

13.1% 13.1%

13.3%

14.3％
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介護保険からみた健康寿命

図3 平成25年3月31日時点の要介護認定状況

平成24年3月人口
人
人
％

平成22年　遠軽町平均寿命
男 歳
女 歳

＊平成17年　 男78.4歳　女86.2歳

2号

40～64歳 1号　計 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85～89歳 90～94歳 95～99歳 100歳～

a 人数 6,969 7,045 1,637 1,593 1,482 1,241 681 315 81 15

b 人数 21 1,073 42 78 152 283 258 190 59 11

b/a 割合 0.30% 15.2% 2.6% 4.9% 10.3% 22.8% 37.9% 60.3% 72.8% 73.3%

1 c 人数 5 163 5 13 29 53 36 25 2 0

2 d 人数 6 134 6 13 19 35 45 14 2 0

e 人数 11 297 11 26 48 88 81 39 4 0

e/a 割合 0.16% 4.2% 0.7% 1.6% 3.2% 7.1% 11.9% 12.4% 4.9% 0.0%

1 ｆ 人数 2 214 12 14 37 57 50 38 5 1

2 ｇ 人数 1 174 8 16 21 46 42 29 12 0

ｈ 人数 3 388 20 30 58 103 92 67 17 1

ｈ/a 割合 0.04% 5.5% 1.2% 1.9% 3.9% 8.3% 13.5% 21.3% 21.0% 6.7%

3 i 人数 3 133 4 10 10 39 33 21 15 1

4 j 人数 1 121 3 7 19 21 26 26 13 6

5 k 人数 3 134 4 5 17 32 26 37 10 3

l 人数 7 388 11 22 46 92 85 84 38 10

l/a 割合 0.10% 5.5% 7.0% 1.4% 3.1% 7.4% 12.5% 26.7% 46.9% 66.7%

　町の介護保険の状況をみると、90歳以降に認定率が急上昇して60％以上を超えています。

また、75歳を超えると10％となり、年齢が高くなるに従って認定率が上昇し、介護を受ける割合が
上昇してます。

21,776総人口

32.4

79.1
平均寿命

65歳以上人口

1号
年  齢  階  級

7,045

87.7

高齢化率

被保険者数
※2号は40～64歳

認定者数

認定率

グラフの見方

支
援

介
護

1・2
小計

1・2
小計

3～5
小計

a

b

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
1 2 3 4 5 6 7 8

a

b
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４ 医療制度 

 

国民健康保険 

遠軽町の平成 22年度の国民健康保険加入者は、6144人で加入率は 27.7％で全道や全国平均並となっ

ています。 

加入者のうち前期高齢者の割合が 42.1％、70～75歳未満も 21.4％とその割合が高くなっています。 

医療費では、一般 1人当たりの医療費が、34万 1千円で全道や全国平均高くなっています。 

 

表 7  国民健康保険の状況           （平成 22年度国民健康保険事業年報） 

 遠軽町 北海道 全国 

国保加入者 
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 

6,144人 - 1,506,331 - 35,849,071 - 

(再)前期高齢者 2,584人 42.1%   497,459 33.0% 11,222,279 31.3% 

(再)70-75歳未満 1,317人 21.4%   247,804 16.5%   

一般 5,900人 96.0% 1,426,957 94.7% 33,851,629 94.4% 

退職   244人 4.0%   79,374 5.3%  1,997,442 5.6% 

加入率  27.7%  27.4%  28.0% 

国保医療費 

（千円） 

医療費 1 人当たり 医療費 1 人当たり 医療費 1 人当たり 

20億 1918万 329 5150億 342 10兆 7300億 299 

(再)前期高齢者 1,223,311,000 473 2569億 516   

(再)70-75歳未満   707,537,000 537 1487億 600   

一般 2,014,823,000 341 4803億 337 9兆 9981億 295 

退職    83,743,000 343 346億 436 7492億 375 

*1人当たりは(千円) 
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生活習慣病の治療者の比較（平成 17年と平成 24年の比較） 

 

 生活習慣病の治療者を各年の診療報酬明細書で比較すると、その治療者は 33.8％から 34.9％に増加

しています。血管が傷み始める高脂血症、高血圧、糖尿病等の疾患での通院者は、糖尿病、高脂血症の

割合がやや増加しています。重症化による健康障害を起こした各疾患については、心疾患が増加し、脳

卒中は減少をしています。人工透析の割合には変化はありませんでした。 

 

 

 

        

 

 

 

重症化 

による 

健康障

害 

心臓病 脳卒中 人工透析   

Ｈ17 Ｈ24 Ｈ17 Ｈ24 Ｈ17 Ｈ24   

507 537 304 180 9 8   

27.4 33.4 16.5 11.2 0.5 0.5   

  糖尿病性網膜症 糖尿病性腎症 慢性腎臓病 

  Ｈ17 Ｈ24 Ｈ17 Ｈ24 Ｈ24 

   26 21 49 45 121 

   1.4 1.3 2.7 2.8 6.3 

 

血管が 

傷み始

める 

脂質異常症 高血圧 糖尿病 高尿酸血症 

Ｈ17 Ｈ24 Ｈ17 Ｈ24 Ｈ17 Ｈ24 Ｈ17 Ｈ24 

933 852 1421 1159 724 645 260 190 

50.5 53.0 76.9 72.0 39.2 40.0 14.6 11.8 

 

          平成 17年と平成 24年 5月のレセプトより（生活習慣病で通院中の 40～74歳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｈ17年 Ｈ24年 

被保険者数 5470人 4614人 

生活習慣病の治療者 1847人 1609人 

率 33.8％ 34.9％ 
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５ 高齢者の医療の確保法による特定健康診査等 

 

（１）国民健康保険加入者の健康診査 

 生活習慣病の発症予防、重症化予防の最も重要な取り組みである、特定健康診査（特定健診）・特定

保健指導(表 8)は、平成 22 年度の法定報告では、受診率 27.3％、保健指導実施率 69.9％で、全国、全

道と比較して、保健指導実施率は高いものの受診率は低い状況です。平成 24年度は、受診率(図 4)は向

上しているもののまだまだ低い状況です。 

 

表 8                                                            （平成 22年度法定報告分） 

 遠軽町（平成 22） 遠軽町（平成 24） 北海道 全国 

特 定 

健 診 

受診者数 受診率 全道順位 受診者数 受診率 受診率 全国順位 受診率 

1162人 27.3% 96位 1368人 32.6％ 34.5％ 18位 32.0％ 

特 定

保 健

指 導 

終了者数 実施率 全道順位 終了者数 実施率 実施率 全国順位 実施率 

128人 69.9%  129人 73.3％ 34.1％ 8位 20.8％ 

 

 

図 4 

 

健診受診者

国保被保険者

581

1881
30.9%男性

787

34.0%
国保被保険者 2314

男女計受診率

32.6%
女性

健診受診者

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100

01002003004005006007008009001,0001,100

４０～４４歳
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６０～６４歳

６５～６９歳

７０～７４歳

健診受診者 被保数 総人口

人口のうちの国保被保険者数・健診受診者数（遠軽町） 平成２４年度
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第 3節 町の財政状況に占める社会保障費 

 遠軽町の平成 23 年度一般会計決算において、民生費は 3 位でした。会計決算での医療・介護な

どの社会保障費は 40 億円となっています。医療・介護費用の伸びを緩やかにするためにも、町民

の健康増進、疾病の予防が大切となってきます。さらなる健診の推進と保健指導の充実が求められ

ます。 

 

 

 

   

＊民生費:福祉などに支出される費用 

 

 

 

歳入（一般会計） 

144.6億円(H23 決算) 

1 位 交付税 

77億円 

2 位 町民税 

21億円 

3 位 

 

国・道支出金 

16.5 億円 

歳出（一般会計） 

142.5億円(H23 決算) 

1 位 総務費 

41.8 億円 

2 位 公債費 

24.9 億円 

3 位 民生費 

21.5 億円 

 医療 介護 生活保護 

決算（H23） 
約 

26.6 億円 

約 

13.8 億円 

約 

0 円 

一般会計 
約 

3 億円 

約 

2 億円 

約 

0 円 

遠軽町の財政状況と社会保障 

社会保障費 
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第Ⅱ章 

 

課題別の実態と対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第Ⅱ章 課題別の実態と対策  

第１節 生活習慣病の予防と改善 

１ がん 

（１） はじめに 

  人体には、遺伝子の変異を防ぎ、修復する機能がもともと備わっていますが、ある遺伝子の

部分に突然変異がおこり、無限に細胞分裂を繰り返し増殖していく、それが“がん”です。 

  たった１つのがん細胞が、倍々に増えていき、30回くらいの細胞分裂を繰り返した約１ｃｍ

大のがん細胞が、検査で発見できる最小の大きさと言われています。30回くらいの細胞分裂に

は 10～15年の時間がかかると言われています。 

  がんの特徴は、他の臓器にしみこむように広がる浸潤と転移をすることです。 

  腫瘍の大きさや転移の有無などのがんの進行度が、がんが治るか治らないかの境界線で、早

期とは５年生存率が８～９割のことをいいます。 

 がんは遺伝子が変異を起こすもので、原因が多岐にわたるため予防が難しいと言われてきま

したが、生活習慣の中にがんを発症させる原因が潜んでいることも明らかになってきました。 

  また、細胞であればどこでもがん化する可能性はありますが、刺激にさらされやすいなど、

がん化しやすい場所も明らかにされつつあります。 

 

（２）基本的な考え方 

 ア 発症予防 

   がんのリスクを高める要因としては、がんに関連するウイルス（Ｂ型肝炎ウイルス〈HBV〉、

Ｃ型肝炎ウイルス〈HCV〉、ヒトパピローマ〈HPV〉、成人Ｔ細胞白血病ウイルス〈HTLV－Ⅰ〉）

や細菌(ヘリコバクター・ピロリ菌〈HP〉)への感染、及び喫煙（受動喫煙含む）、過剰飲酒、

低身体活動、肥満、やせ、野菜・果物不足、塩分・塩蔵品の過剰摂取など生活習慣に関連す

るものがあります。 

   がんのリスクを高める生活習慣は、循環器疾患や糖尿病の危険因子と同様であるため、循

環器疾患や糖尿病への取り組みとしての生活習慣の改善が、結果的にはがんの発症予防にも

繋がってくると考えられます。 

 

 イ 重症化予防 

   生涯を通じて考えた場合、２人に１人は一生のうちに何らかのがんに罹患すると言われて

います。 

   進行がんの罹患率を減少させ、がんによる死亡を防ぐために最も重要なのは早期発見です。 

   早期発見に至る方法としては、自覚症状が無くても定期的に有効ながん検診を受けること

が必要になります。 

   特に、有効性が確立しているがん検診の受診率向上施策が重要になってきます。 

 

（３） 現状と目標 

 ア ７５歳未満のがん年齢調整死亡率の減少 

   高齢化に伴い、がんによる死亡者は今後も増加していくことが予想されますが、高齢化の

影響を除いたがんの死亡率を見ていくことをがん対策の総合的な推進の指標とします。 

   遠軽町では、国が指標としているがんの部位別７５歳未満年齢調整死亡率と７５歳未満原

因別死亡状況を把握できない状況にあります。がん死亡の中でも、検診による死亡率の減少

効果があるとされている、胃・肺・大腸・子宮頚部・乳がんの５大がん（参考資料１）につ

いて平成２５年度中に統計法に基づく人口動態調査票利用申出を利用し把握に努める予定

です。それまでは死亡率と標準化死亡比（SMR）で町の状況を見ていきます。 
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   遠軽町の悪性新生物による死亡率は全国・道と比較して高く、年々増加傾向にあります（表

１）。特に男性の死亡率が高くなっています。 

地域の年齢構成を均一にした標準化死亡比（SMR）でがんの死亡課題をみると、男性の大腸が

ん・女性の乳がんの死亡率が全国に比べ高くなっています（図１）。 

今後とも循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病対策と同様、生活習慣改善による発症予防と

検診受診率を向上していくことによる重症化予防に努めることで、がんの死亡者数の減少を

図ります。 

 

 （参考資料１） 

 部位  がん検診 評価指標 精密検査 

科
学
的
根
拠
の
あ
る
が
ん
検
診 

胃 30 歳以上 胃 X 線検査 相応 

胃内視鏡検査 

ペプシノゲン検査 

ヘリコバクターピロリ抗体検査 

肺 30 歳以上 
胸部 X 線検査 

喀痰細胞診 
相応 

胸部 CT 検査 

気管支鏡検査 細胞診 

PET 検査 腫瘍マーカー 

大腸 30 歳以上 便潜血反応検査 十分 
全大腸内視鏡検査 

注腸 X 線検査 ＣＴ検査 

子宮 

頚部 

妊娠期 

20 歳以上女性 
子宮頚部擦過細胞診 十分 

細胞診 コルポスコープ MRI 

乳 30 歳以上の女性 視触診とマンモグラフィの併用 
十分（50 歳以上） 

相応（40 歳以上） 

マンモグラフィ 乳房超音波検査 

乳房 MRI・CT 検査 穿刺吸引細胞診 

そ
の
他 

前立腺 50 歳以上の男性 PSA 検査  
直腸診 経直腸超音波検査 

前立腺生検 MRI・CT 検査 

肝臓 
妊娠期 

40 歳以上 
肝炎ウイルスキャリア検査 相応 

超音波検査 CT 検査 

腫瘍マーカー 生検 

成人 T 細胞 

白血病 
妊娠期 HTLV-1 抗体検査  

 

※評価指標～検診による死亡率減少効果があるとするもの（十分な根拠がある・相応の根拠がある） 

国立がん研究センター 科学的根拠に基づくがん検診推進のページより 

 

 

 

表１ 悪性新生物死亡率の推移と全道・全国比較 

 H17 H18 H19 H20 H21 

国 

男 313.5 319.1 321.7 329.6 336.4 

女 197.1 200.3 203.2 207.1 213.6 

計 253.9 258.3 261.0 266.9 273.5 

道 

男 347.4 361.4 359.1 379.4 392.7 

女 209.5 215.7 219.4 222.7 311.8 

計 275.5 285.3 286.1 296.9 311.8 

遠軽町 

男 420.8 393.9↓ 424.3↑ 455.0↑ 515.1↑ 

女 351.6 244.2↓ 247.3↑ 274.7↑ 357.8↑ 

計 385.5 317.1↓ 333.6↑ 362.9↑ 434.1↑ 

人口１０万対 地域保健情報年報 

※遠軽町の網掛けは全国・全道よりも高い死亡率であることを示す。矢印は前年度と比較しての増減を表した
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（図１）SMR（標準化死亡比）で残されたがんの種類（平成２～11 年と平成 12～21 年の比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準化死亡比（SMR）とは 

基準集団の年齢階級別死亡率とその地域の人口から算出する期待死亡数と、その地域で

実際に観察された死亡数の比を用いることで、その地域の死亡状況がどの程度かを推測す

る指標。標準化死亡比を用いることで、年齢構成の異なる集団について、年齢構成の違い

を気にすることなく、より正確に地域比較ができます。しかし、標準化死亡比は基準集団

の情報が算出する時期によって変化するため、年次推移をみるのには適していません。一

方で、年齢調整死亡率は基準集団（昭和 60年人口モデル）が一定であるため、年次推移を

みることが可能であるため H25年度中に算出をする予定です。 
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イ がん検診の受診率の向上 

   がん検診受診率と死亡率減少効果は関連性があり、がんの重症化予防は、がん検診により

行われます。早期発見の有効性が確立している５大がんについて、検診受診者の実態から課

題を分析します。 

※遠軽町の受診率は、平成 20年度に「がん検診事業の評価に関する委員会」で提案された

計算方法で算出しています。 

※遠軽町のがん検診の対象年齢は、上限の年齢制限を設けていませんが、がん対策推進計

画（平成 24～28年度）では、40歳～69歳（子宮頚部がん検診のみ 20～69歳）を対象と

しています。 

※がん対策推進基本計画において受診率 50％を目標とされているがん検診は、人間ドック

において行われるいわゆる｢任意型検診｣も含まれるものであるため、人間ドックでのが

ん検診の受診の把握にも努めていきます。 

 

 

 

（ア）大腸がん 

大腸がんは、検査方法（便潜血反応検査）も簡単で苦痛を伴うことが少なく、5 年生存率

が高いがんのひとつです。しかし、受診率は年々低下してきており、目標値も達成できてい

ません。 

平成 14年から平成 24年までに、町の大腸がん検診で 62人の発見がんがありました。他の

がんと比べて最も発見がんの数が多いことが特徴です。発見時年齢は 40～80歳代で自覚症状

があったのは 1名だけでした。また 62人中 39人（約 6割）は早期の発見で内視鏡的手術療

法で治療を受けています。一方手術療法となった方は 62 人中 20人（約 3割）となっていま

す。 

重症化予防のために受診率の向上につながる働きかけが重要です。 

 

表２ 大腸がん検診受診状況 

 前がん対策推進基本計画 

＊H19.6～H23 年度末 

（対象 40～74 歳） 

がん対策推進基本計画 

＊Ｈ24～Ｈ28 年 

（対象 40～69 歳） 

H20 H21 H22 H23 目標値 H23 H24 目標値 

対象者数 7905 7844 8149 8040  3268 3271  

受診者数 1432 1453 1449 1357  803 728  

受診率 18.1% 18.5% 17.8% 16.9% 50.0％ 24.6% 22.3％ 40％（当面） 

精検受診率 79.7% 77.3% 66.0% 77.9% 70.0％ 66.7% 76.1％ 70.0％ 

発見がん 6 3 7 1  0 3  

 

  

 

  

（イ）肺がん  

肺がん検診の受診率は目標を達成していません。肺がんは種類により、進行が早く転移し

やすい予後不良のがんもあるため、5 年生存率が 5 大がんの中で最も低いがんです。平成 14

年から平成 24年までに 10人の発見がんがありました。10人中 5人（約５割）が 5年以内に

亡くなっています。初回受診時に発見された 1 人を除く 9 人の過去の検診履歴を見ると、5

人（約 5 割）に有所見がありました。肺の有所見をどう考えるか、前がん病変をどう捉える

か、今後学習が必要です。 
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   また、肺がんの最大の危険因子である喫煙の状況は、10人中 6人（約 6割）。6人のうち 5

人は喫煙指数 600以上の喫煙歴がありました。受診率の向上とともに、発症予防の視点から

禁煙対策が重要です。 

表３ 肺がん検診受診状況 

 前がん対策推進基本計画 

＊H19.6～H23 年度末 

（対象 40～74 歳） 

がん対策推進基本計画 

＊Ｈ24～Ｈ28 年 

（対象 40～69 歳） 

H20 H24 H24 H23 目標値 H23 H24 目標値 

対象者数 7905 7844 8149 8040  3268 3271  

受診者数 1329 1399 1362 1254  774 674  

受診率 16.8% 17.8％ 16.7% 15.6% 50.0％ 23.7% 20.6％ 40％（当面） 

精検受診率 90.4% 85.3% 33.7% 80.0% 70.0％ 78.6% 84.6％ 70.0％ 

発見がん 3 1 1 0  0 0  

 

 

 

 

 

 

（ウ）胃がん 

胃がん検診の受診率は目標を達成していません。町の胃がん検診では、平成 14 年から平 

成 24年までに 38人の発見がんがありました。 

38人の過去の検診履歴を見ると、発見前の 5年間、継続受診ができていたものは一人もい

ませんでした。また、38 人中 8 人（2 割）は過去に何らかの有所見がありました。胃粘膜の

変化（がん発症のメカニズム：図２）を考えると、胃粘膜の修復を阻害する生活習慣の予防

をはじめ、胃粘膜の状態を確認する方法を、町の１次検診（胃レントゲン検査）、または医療

機関で詳細な検査を受ける必要があるのか見極めていくことも重症化予防の視点から重要で

す。 

 

表４ 胃がん検診受診状況 

 前がん対策推進基本計画 

＊H19.6～H23 年度末 

（対象 40～74 歳） 

がん対策推進基本計画 

＊Ｈ24～Ｈ28 年 

（対象 40～69 歳） 

H20 H21 H22 H23 目標値 H23 Ｈ24 目標値 

対象者数 7905 7844 8149 8040  3268 3271  

受診者数 1351 1431 1340 1234  761 657  

受診率 17.1% 18.2% 16.4% 15.3% 50.0％ 23.3% 20.1％ 40％（当面） 

精検受診率 79.3% 85.1% 74.3% 83.9% 70.0％ 81.8% 62.5％ 70.0％ 

発見がん 2 3 6 3  0 ２  
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 図２ 

19



（エ）乳がん 

    乳がん検診の受診率は平成 21 年に開始された国のがん検診推進事業による無料クーポ

ン券の発行を機に伸びてきていますが、目標値を達成していません。 

    町の検診では平成 14 年から平成 24 年までに 18 人の発見がんがありました（発見年齢

は 30～70歳代）。18人全員が現在まで健在であることから検診の有効性は明らかです。 

検診受診率の向上とともに、自己触診の普及啓発についても取り組むことが重要です。 

 

表５ 乳がん検診受診状況 

 前がん対策推進基本計画 

＊H19.6～H23 年度末 

（対象 40～74 歳） 

がん対策推進基本計画 

＊Ｈ24～Ｈ28 年 

（対象 40～69 歳） 

H20 H21 H22 H23 目標値 H23 Ｈ24 目標値 

対象者数 4964 4935 5021 4960  2126 2127  

受診者数 416 562 620 723  556 438  

受診率 17.9% 19.8% 23.5% 27.1% 50.0％ 48.2% 46.7％ 50％ 

精検受診率 100% 94.4% 97.3% 93.0% 70.0％ 92.5% 97.9％ 70.0％ 

発見がん 2 2 2 2  1 １  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（オ）子宮がん 

子宮がん検診の受診率は平成 21 年に開始された国のがん検診推進事業による無料クーポ

ン券の発行を機に伸びてきていますが、目標値を達成していません。子宮頚部がんは罹患率

の若年化を受けて、20・25・30・35・40歳の節目年齢に発行されています。 

平成 23年度に無料クーポン券を利用して子宮がん検診を受診した 132人中 2人が経過観察

となっており、2人の年齢は 20歳代 1人、30歳代 1人でした。異形成（ヒトパピローマウイ

ルス感染によって子宮頚部に起きる異常化した細胞）の若年化は町も例外ではないといえま

す。無料クーポンの利用率については、平成 24 年度は 20 歳代 14．5％、30 歳代 36．9％、

40歳代 34．8％にとどまり、全体の受診率についても目標を達成できていません。 

低い受診率の中でも平成 14年から平成 24年の間に 6人の発見がんがありました（40歳代

１人、50歳代 3人、60歳代 1人、70歳代 1人）。6人のうち 4人は発見前過去 5年間一度も

検診を受けていませんでした。 

若年層からの異形成が見つかっていることや特に 69歳以下の受診率が低いこと、さらには

初回受診者からがんが発見されていることから、子どもを育てる大切な臓器でもある子宮を

失う事を予防するために、若年層の受診者の拡大および定期的な検診受診につながる働きか

けが必要です。 

 

 

図３ 検診で発見可能ながん 
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表６ 子宮がん検診受診状況 

 前がん対策推進基本計画 

＊H19.6～H23 年度末 

（対象 20～74 歳） 

がん対策推進基本計画 

＊Ｈ24～Ｈ28 年 

（対象 20～69 歳） 

H20 H21 H22 H23 目標値 H23 Ｈ24 目標値 

対象者数 5767 5633 5801 5684  2850 2874  

受診者数 363 515 530 542  482 498  

受診率 14.3% 15.6% 18.0% 18.9% 50.0％ 33.3% 34.1％ 50％ 

精検受診率 100% 80.0% 100% 100% 70.0％ 100% 85.7％ 70.0％ 

発見がん 2（うち 1

人卵巣） 

0 1 

（体部） 

0  0 1 

（卵巣） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 子宮がんへの進行 
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（４） 対策 

ア がんの発症予防施策 

生活習慣の喫煙 30%・食事 30％・運動 5%・飲酒 3%の計 68％は、生活習慣病の改善により

がん発症を予防することができると考えられてることから、循環器疾患や糖尿病などの生活

習慣病対策と同様、生活習慣改善による発症予防に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

イ がんの重症化予防施策 

   有効性が確立されているがん検診については、がん検診推進事業（子宮がん・乳がん検診

手帳及び検診無料クーポン券の発行）をはじめ、広報や新聞折込広告、個別相談、個別通知

をおこなう他、子宮がん・乳がんにおいては罹患しやすい年齢層へ料金助成を行うなど、あ

らゆる場と方法を利用した啓発および学習を通しての受診率の向上に努めます。 

   また、要精密検査者に対しては、精密検査を「受けたか」「受けないか」だけではなく、

がん化の予防という視点で考えると、前がん病変が明らかになることは重要なことです。が

ん化を進めないための生活習慣を見直し、適切な時期に必要な検査を受診してもらう取り組

みが重要です。 

 

 

〔参考〕 国立がんセンター 科学的根拠に基づく検診推進のページ 予防と検診 

｢がんはどこまで治せるのか｣｢がんの正体｣｢がんの教科書｣ 

22



  

ウ 具体的な生活習慣の改善とは 

町の特定健診結果（有所見率）では肥満の割合は低く、高血圧高血糖の所見が高くなって

います。また、がん発見者の特定健診結果では胃・大腸・乳がんの人の高 LDL・高血糖、胃

がんの人の高血圧所見の率が高くなっています。これらの所見の原因となる食品のとり方に

課題があると考えられます（表９）。 

 

①高糖質食 

 糖質・炭水化物の摂りすぎは食後の血糖値を高くし、血糖を下げるホルモンであるイン

スリンを多量に分泌させます。2006年の厚生労働省「多目的コホート研究」では、40～69

歳の男女約 4万人から検診等で採血した血液を提供してもらい、11年半追跡した結果、イ

ンスリン分泌量を反映する血液中の「C ペプチド」が高い男性は大腸がんの発症リスクが

最大 3.2倍、結腸がんでは 3.5倍に上昇することが示されています。 

遠軽町では、菓子パンを主食として摂る、果物が体に良いと思いたくさん食べる、煮物

や漬け物に使用するために砂糖を 10キロ単位で購入するなど、糖分を摂りすぎていること

が伺える習慣があります。 

高糖質食が糖尿病はもちろん、大腸粘膜に与える影響を理解し、どのような食品を選択

することががん予防につながるかを学習することが必要です。 

    

  ②高脂肪食 

    脂質の多い食品を摂取すると、消化に時間がかかり、胃酸分泌量が多くなります。胃酸

は食物の消化と食物と同時に入った最近等を殺菌する働きを持つ強い酸なので、分泌量が

増加すると胃粘膜に障害を起こしがん化を促します。また、脂質の多い食品は胆汁酸の分

泌量が増え、結果発がん物質である 2 次胆汁酸も増え、大腸粘膜のがん化を起こします。 

    遠軽町では肉・魚の摂取量が多く、特に魚は脂質量の多いトラウドサーモン特大半身が

よく売れ、弁当やお惣菜では揚げ物やカツ丼がよく売れる傾向にあります。 

    高脂肪食が大腸粘膜に与える影響を理解し、どのような食品を選択することががん予防

につながるか学習することが必要です。 

   

  ③高塩分食 

    高塩分の食事は胃粘膜を保護している粘液を破壊してしまい、胃粘膜があらゆる刺激に

さらされて炎症を起こす原因を作ります。繰り返す胃粘膜の炎症は胃がん発症のリスクと

なります。 

    遠軽町では地域の集まりや老人クラブの会合で漬け物がお茶うけとして食べられてい

ることが多く、自家製の漬け物を多量に漬ける家庭も多くあります。 

    高塩分食が高血圧はもちろん、胃粘膜に与える影響を理解し、どのような食品を選択す

ることががん予防につながるか学習することが必要です。 

 

④野菜不足 

がん予防に有効なビタミンや食物繊維を効率的に摂取できる食品は野菜です。 

健康日本２１では、成人 1日あたりの野菜摂取の増加（1日 350ｇ以上）を目標に、また

国立がんセンターで出されている科学的根拠に基づいた日本人のためのがん予防法では、

野菜・果物合わせて 1日 400ｇ以上の摂取を推奨しています。 

遠軽町では夏は畑で栽培する野菜を摂取していても、冬は「野菜は買うものではない」

「冬は野菜が高い」ため摂取量が少なくなる傾向があります。なぜ野菜が必要なのか、自

分の食べている野菜ががん予防に効果的なのか理解し、選択できる学習が必要です。 
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※国・北海道の喫煙率は国民生活基礎調査より 

 

※遠軽町母子面接アンケート調査より 

⑤喫煙 

たばこの煙の中には、わかっているだけで数十種類もの発がん性物質が含まれています。

この発がん物質が細胞の遺伝子を傷つけることで、細胞ががん化すると考えられています。 

遠軽町の喫煙に関する実態をみると、年々低下し、国の喫煙率に比べて低くなっています

（表７）。しかし、妊婦面接時のアンケートでは家族の喫煙率が管内町村と比べると高い傾向

にあります。また、「空気のおいしい店」ステッカーを貼っている飲食店は 1件のみで、飲食

店での分煙対策が出来ていない状況です。 

住民自身が喫煙による身体への影響や禁煙の効果を理解し、禁煙を実践できる取り組みを

継続していきます。 

 

表７  健診受診者の喫煙率推移 

 

 

 

 

 

 

 

表８  妊婦とその家族の喫煙状況 

 

 

 

 

 

 

表９ がん発見者から発症予防を考える 

 胃 肺 大 腸 子宮頚部 乳 

発
症
予
防 

健診データあり 30 10 47 6 10 

肥満 

BMI25 以上 

11 
○ 

-  15 
○ 

-  1 
○ 

36.7% - 31.9% - 10.0% 

高中性脂肪 200 以上 4 
高脂

肪食

○ 

-  10 
高脂 

肪食 

○ 

-  1  

13.3% - 21.3% - 10.0% 

高 LDL 

120 以上 

20 -  26 -  7  

66.7% - 55.3% - 70.0% 

高血糖空腹時 100 以上 

または HbA1c5.2 以上 

21 
 

-  25 
 

-  5  

70.0% - 53.2% - 50.0% 

高血圧 収縮期 130

以上拡張期 85 以上 

23 塩分

○ 

-  - 
 

-  -  

76.7% - - - - 

喫 煙 
18 

◎ 
5 

◎ 
24 

△ 
1 

◎ 
4 

△ 
60.0% 50.0% 51.1% 16.7% 40.0% 

飲 酒 
12 

○ 
-  21 

○ 
-  2 

○ 
40.0% - 44.7% - 20.0% 

※平成 14 年度～平成 24 年度にがんが発見された者の状況 

◎確実 ○ほぼ確実 △可能性あり 空欄根拠不十分 

厚生労働省がん研究助成金「地域がん登録制度向上と活用に関する研究」参考：国立がん研究センター科学的根拠に基

づくがん検診推進のページ 予防と検診「がんはどこまで治せるのか」「がんの正体」「がんの教科書」 

 Ｈ12 H19 H20 H21 H22 H23 

遠軽町 29.2% 20.0% 14.8% 16.6% 15.6% 14.8% 

北海道 - 35.1% - - 24.8% - 

国 - 25.6% - - 21.2% - 

平成 23 年度 遠軽 紋別 佐呂間 湧別 滝上 西興部 

妊婦 7.7％ 8.8％ 20.6％ 30.5％ 0.0％ 5.6％ 

家族 54.1％ 45.6％ 35.3％ 59.6％ 35.3％ 30.6％ 
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２ 循環器疾患 
 

（１） はじめに 

脳血管疾患と心疾患を含む循環器疾患は、がんと並んで主要死因の大きな一角を占めています。こ

れらは、単に死亡を引き起こすのみでなく、急性期治療や後遺症治療のために、個人的にも社会的に

も負担を増大させています。 

循環器疾患は、血管の損傷によって起こる疾患であり、予防の基本は危険因子の管理です。確立し

た危険因子には、高血圧、脂質異常、喫煙、糖尿病の 4 つがあります。循環器疾患の予防はこれらの

危険因子を、健診結果で複合的、関連的に見て改善を図っていくことにあります。 

なお、4つの危険因子のうち高血圧と脂質異常についてはこの項で扱い、糖尿病と喫煙については別

項で記述します。 

 

（２） 基本的な考え方 

ア 発症予防 

循環器疾患の予防には、危険因子の管理と関連する生活習慣の改善が重要となります。循環器疾患

の危険因子と関連する生活習慣には、栄養、運動、喫煙、飲酒がありますが、住民一人ひとりがこれ

らの生活習慣改善に向けた取組みを考える入り口は、健康診査の受診結果と考えます。特定健診をは

じめ、職場健診など健康診査の受診率の維持・向上が重要になってきます。 

イ 重症化予防 

循環器疾患における重症化予防は、高血圧症及び脂質異常症の治療率を上げることです。 

健診結果から、自分の数値が医療機関への受診が必要な値なのか、このまま放置していることで予

測されることは何かなど、自分の身体の状態を正しく理解し、段階に応じた予防ができるための支援

が重要です。 

また、高血圧症及び脂質異常症の危険因子は、肥満を伴わない場合にも多く認められることから、

肥満の有無に関係なく保健指導を実施していくことが必要になります。 

 

（３） 現状と目標 

ア 脳血管疾患の年齢調整死亡率の減少 

高齢化に伴い、脳血管疾患の死亡者は今後、増加していくことが予測されます。循環器疾患対策の

総合的な推進の評価指標は、高齢化の影響を除いた 75歳未満死亡者数でみていきます。 

（表１） 

遠軽町の脳血管疾患死亡数は横ばい傾向にあり、脳血管疾患の病類別では圧倒的に脳梗塞が多い実

態がわかりました。（表２） 

 
表 1 脳血管疾患死亡数                                                 

 （単位 人） 

年度（平成） 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 

総 数 37 27 31 44 36 25 27 26 34 29 

(再掲)75歳未満 - - - -  6 10  3  7  5 8 

(再掲)65歳未満 - - - -  2  3  2  1  1 4 

 

表 2 脳血管疾患死亡数（病態別）                       

                    （単位 人） 

年度（平成） 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 

総 数 37 27 31 44 36 25 27 26 34 29 

脳梗塞 24 12 16 30 25 11 19 17 24 15 

脳出血  7  9  6 11  8    9  8  8  6 11 

くも膜下出血  5  5  4  3  3  4  0  1  3  3 

その他  0  1  5  0  0  0  0  0  1  0 
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0.4% 0.5% 0.6% 0.7%

2.0% 2.2%

6.4%

14.5%

0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.3%
1.1% 1.5%

死亡率

脳血管疾患死亡率

5.4%
10.0%

28.3%

55.9%

2.6%
0.8%0.3%0.04%

15.1%

7.2%
3.1%2.0%1.0%0.6%0.2%0.04%

認定率

脳血管疾患による認定率

1 1 8 4 14 11 43 17 86 32 148 46 541 138 229 62 

40～49 歳 50～59 歳 60～64 歳 65～69 歳 70～74 歳 75～79 歳 80～89 歳 90 歳～ 

第２号被保険者 第１号被保険者 

 

10 0 15 0 11 1 12 0 33 4 33 4 107 18 47 5 

40～49 歳 50～59 歳 60～64 歳 65～69 歳 70～74 歳 75～79 歳 80～89 歳 90 歳～ 

 

13.3%

21.7%

33.5%

39.8%

32.8%

0.8% 1.5%
3.3% 3.1%

7.6%

生活習慣病治療率

生活習慣病治療中に占
める脳血管疾患治療率

66 4 143 10 291 29 477 37 455 105        

40～49 歳 50～59 歳 60～64 歳 65～69 歳 70～74 歳        

 

図 1 死亡・介護・医療からみた脳血管疾患発症者の実態 
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急性期医療の進歩により、脳血管疾患の死亡の減少が可能となってきましたが、後遺症による日常

生活の質の低下を招くことも少なくありません。そのため、脳血管疾患予防の視点では死亡数だけで

なく、介護保険認定者の実態も重要な評価指標と考えます。 

（図１）要介護認定者の実態から、第 2 号被保険者 23 人のうち 16 人が脳血管疾患発症者でした。ま

た、生活習慣病治療者に占める脳血管疾患治療者は年齢が上がるにつれ高くなっています。  

健康寿命の延伸のためには脳血管疾患の発症予防が重要であり、既に脳血管疾患を発症している人は

重症化を予防するためにも再発予防が必要です。 

（表３）平成 20～24 年度に脳血管疾患を発症した第 2 号被保険者は 13 人であり、そのうち約 9 割が

健診未受診者でした。脳血管疾患発症因子となる基礎疾患では高血圧が最も多く、ついで糖尿病が多

いという実態が分かりました。 

生
活
に
支
障
が
出
る 

健
康
障
害
（
医
療
） 

平成 22 年度版 オホーツク年報 

平成 25 年 要介護認定者一覧より 

平成 24．5 月 レセプト分析 
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表 3 平成 20 年～24 年度  原因疾患が脳血管疾患の認定者状況（2 号被保険者） 

 

No. 
性

別 

健

診

受

診

歴 

加入保険 
初回認定

時 
現在 脳卒中 生活習慣に関する基礎疾患   

発
症
前 

発
症
後 

年
齢 

介
護
度 

利
用
開
始
年
度 

介
護
度 

脳

出

血 

脳

梗

塞 

閉

塞

性

動

脈

硬

化

症 

く

も

膜

下

出

血 

高

血

圧 

脂

質

異

常

症 

高

尿

酸

血

症 

ア
ル
コ
ー
ル
関
係 

糖

尿

病 

糖

尿

病

性

腎

症 

糖

尿

病

性

網

膜

症 

イ

ン

ス

リ

ン

注

射 

糖

尿

病

か

ら

の

透

析 

狭

心

症 

１
か
月
医
療
費
（
万
円
） 

１
か
月
介
護
保
険
料
（
万
円
） 

1 男  国保 国保 
40

代 
支援 2 H24 支援 2 ●    ○    ●      1 8 

2 男  国保 国保 
60

代 
支援 1 H24 支援 1 ●    ○  ○        32 0 

3 男    
40

代 
介護 1 H20 介護 1  ●       ●      0 2 

4 男   国保 
50

代 
支援 2 H23 支援 2 ●    ○ ○   ●     ○ 9 1 

5 女 ○ 国保 国保 
60

代 
支援 1 H24 支援 1 ●    ● ○         2 2 

6 女    
50

代 
介護 1 H21 介護 1 ●     ○         8 3 

7 女  国保 国保 
60

代 
介護 3 H22 介護 3  ●   ○    ○      0 0 

8 女  国保 国保 
50

代 
介護 2 H21 支援 1 ●    ○ ○   ○      6 0 

9 男 ○ 国保 国保 
60

代 
介護 5 H24 介護 5  ●   ○    ●     ○ 46 0 

10 男  国保 国保 
60

代 
支援 2 H20 (支援 2)  ●   ○  ○        62 1 

11 女    
60

代 
介護 1 H24 (介護 1)  ●             2 

1

9 

12 女  国保  
60

代 
介護 1 H20 (介護 1)  ●             0 7 

13 男  国保  
60

代 
介護 2 H20 (介護 2) ● ●  ●           0 5 

合計（人） ２ ９ ８     ７ ７  １ ８ ４ ２  ６     ２   

率（％） 15.4 69.2 61.5     53.8 53.8  7 . 7 61.5 30.8 15.4  46.2     15.4   

                市町村介護保険 第 2 号被（ ）は、現在第１号被保険者    ●介護保険意見書  ○レセプト 
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図 2 原因疾患別の状況（2 号被保険者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年 度 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

認定者数 20 28 30 35 31 29 29 27 26 24 23 25 24 

脳
血
管
疾
患 

脳出血 3 5 7 9 10 11 9 11 10 9 8 8 9 

脳梗塞 3 2 4 6 6 8 10 8 11 12 9 8 10 

合 計 6 7 11 15 16 19 19 19 21 21 17 16 19 

割合(％) 30.0 25.0 36.7 42.9 51.6 65.5 65.5 70.4 80.8 87.5 73.9 64.0 79.2 

認知症 0 0 0 1 2 2 3 2 1 1 1 2 2 

糖尿病 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1 

その他 13 20 17 17 11 6 4 4 3 1 3 3 2 

新規認定者数  2 5 4 4 4 3 2 4 3 1 1 4 

2号離脱・死亡   1  2  1 1  2 4 1 1 
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脳血管疾患発症に至るまで 

自覚症状はありません。 

そのため、健診受診は血管 

を傷つける因子や血管変化を 

自ら確認し、将来予測を踏ま 

え、その改善を考えるための 

入り口として重要と考えます。 

青壮年層を対象に実施され 

ている保健事業は、制度間の 

つながりがないことから、継 

続的、かつ包括的な保健事業 

が展開できるよう、地域保健 

と職域保健の連携を推進する 

ための「地域・職域連携推進 

協議会」などで、実態共有を 

図る必要があると考えます。 

                     

 

 

 

 

 

 

 
健診を受診していても、健診の結果が表している意味が理解できなければ、重症高血圧を放置して

しまいます。 

健診結果を元に、自ら選択決定できるための情報提示、健診受診者全員に対して必要度に応じた保

健指導の提供を継続して行い、最新の科学的根拠に基づいた健診・保健指導の徹底に努めます。 
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（参考 1） 脳血管障害発症の危険因子 
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イ 虚血性心疾患の年齢調整死亡率の減少（10万人当たり） 

脳血管疾患と同様に、虚血性心疾患についても、高齢化の影響を除いた死亡率を見ていくことが必

要です。 

遠軽町の急性心筋梗塞の死亡数は、75 歳未満の死亡数が全体の死亡数の約半数を占めています。 

（表４） 
 

表 4 虚血性心疾患死亡数                        

            （単位 人） 

年度（平成） 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 

総 数 15 18 28 13 9 21 14 15 17 14 

男性  7  8 18  7 3 11  8 10  9  7 

(再掲)75歳未満 - - - - 2 5  3  5  3  3 

(再掲)65歳未満 - - - - 1  3  1  3  2  3 

女性  8 10 10  1 6 10  6  5  8  7 

(再掲)75歳未満 - - - - 2  2  1  1  1  3 

(再掲)65歳未満 - - - - 0  2  0  0  0  2 

 

（再掲）急性心筋梗塞死亡数                                              （単位 人） 

年度（平成） 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 

総 数 14 16 23 12  8 21 12 9 14 10 

(再掲)75歳未満 - - - -  4  7  4 5  4 5 

(再掲)65歳未満 - - - -  1  5  1 2  2 2 

（資料） 道北地域保健情報年報 急性心筋梗塞死亡数（性・年齢階級別） 

 

平成 20年度から開始された医療保険者による特定健診では、心電図検査は基本項目から外れ、一定

基準の下に医師が必要と判断した受診者においてのみ実施となりました。しかし、町が行う特定健診

では、40歳から 74歳の受診者全員に心電図検査を実施しています。（図３） 

 

 
図 3 心電図有所見の状況（平成 24 年度） 
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女

 
（資料） 平成 24 年度 遠軽町特定健診受診者 

 

心電図検査を実施した 1,368人中、63人に所見が出ています。その６割以上は不整脈で、脳梗塞（心

原性脳塞栓症）を引き起こしやすい心房細動などが発見されています。また高血圧のある人に心電図

異常が多く見られています。 
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表 5 月 80 万円以上の高額医療となった心疾患の実態から      （平成 24 年 4 月～平成 25年 3 月診療分） 

 

No. 
年 

齢 

性

別 

健

診 

受

診 

心電図 

所見 
主病名 手術・処置 

費 

用 

額 

高 

血 

圧 

脂 

質 

異 

常 

症 

糖 

尿 

病 

高

尿

酸

血

症 

1 70代 男 ○ 所見なし 不安定狭心症 左心カテーテル検査 197万 ● ●   

2 60代 男 ○ 所見なし 労作性狭心症 経皮的冠動脈ステント留置 137万 ●  ●  

3 60代 男   労作性狭心症 経皮的冠動脈ステント留置 142万     

4 60代 男   狭心症 ペースメーカー電池消耗 122万 ●    

5 60代 男   心筋梗塞 経皮的冠動脈ステント留置 171万 ● ● ●  

6 70代 男 ○ 異常あり 心筋梗塞 経皮的冠動脈ステント留置 183万 ● ● ●  

7 70代 男   心筋梗塞 経皮的冠動脈ステント留置 125万  ●   

8 70代 男 ○ 所見なし 心筋梗塞 経皮的冠動脈ステント留置 103万 ●  ●  

9 70代 男   不安定狭心症 経皮的冠動脈形成術 123万 ●  ●  

10 70代 男 ○ 心房細動 洞不全症候群 ペースメーカー移植術 208万 ●  ●  

11 50代 女 ○ 所見なし 心筋梗塞 経皮的冠動脈ステント留置 185万 ● ●   

12 70代 男   心原性脳塞栓症 脳切除術 163万     

13 70代 男   大動脈弁狭窄症 大動脈便置換術 356万 ● ● ●  

14 70代 女   完全房室ﾌﾞﾛｯｸ ペースメーカー移植術 160万 ● ●   

15 70代 男   労作性狭心症 経皮的冠動脈ステント留置 103万 ● ● ●  

16 60代 男 ○ 異常あり うっ血性心不全 SPECT検査 99万 ● ● ●  

                                             （資料）高額医療費の分析 

 

 

 

 

ウ 高血圧の改善 

高血圧は、脳血管疾患や虚血性心疾患などあらゆる循環器疾患の危険因子であり、他の危険因子と

比べると発症や死亡に最も影響を与える因子と言われています。 

しかし、高血圧は自覚症状がほとんどなく、血圧が高いことを自覚していても受診行動につながら

ない、治療を中断してしまうなどの実態が多く見られます。 

町では特定健診受診者を対象に、高血圧治療ガイドライン 2009に記載されている「血圧に基づいた

脳心血管リスク階層化」をもとに、血圧値だけでなく、個々の血圧以外の危険因子を考慮した保健指

導を実施しています。 

その結果、平成 24年度の特定健診受診者の高血圧症有病者の割合は年々低くなっており、Ⅱ度高血

圧以上の者の割合も平成 20年度と比較し減少しています。（表６） 

年齢階級別に見てみると、男女とも 50代、60代になるとⅡ度高血圧以上の者の割合が増えているこ

とから、若い世代からの受診勧奨や生活習慣改善に向けた保健指導は重要であり、今後も同様の方法

で高血圧者の重症化予防、発症予防を継続していきます。 
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表 6 特定健診受診者の血圧分類による血圧の状況（男女別・年度別） 

男性 
 

受 

診 

数 

発症予防 重症化予防 

 
正常判定 

保健指導

判定 
受診勧奨判定 

至適血圧 正常血圧 
正常高値 

血圧 

高血圧 【再掲】 

Ⅱ度 

高血圧以上 

Ⅰ度 

高血圧 
Ⅱ度 

高血圧 
Ⅲ度 

高血圧 

年度 人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

20年 405 59 14.6 86 21.2 74 18.3 133 32.8 45 11.1 8 2.0 53 13.1 

21年 487 77 15.8 111 22.8 76 15.6 150 30.8 55 11.3 18 3.7 73 15.0 

22年 524 93 17.7 109 20.8 76 14.5 156 29.8 77 14.7 13 2.5 90 17.2 

23年 511 104 20.4 126 24.7 72 14.1 147 28.8 51 10.0 11 2.2 62 12.1 

24年 581 78 13.4 151 26.0 122 21.0 166 28.6 56 9.6 8 1.4 64 11.0 

 未治療 354 64 18.1 103 29.1 63 17.8 82 23.2 36 10.2 6 1.7 42 11.9 

 治療有 227 14 6.2 48 21.1 59 26.0 84 37.0 20 8.8 2 0.9 22 9.7 

 

女性 
受 

診 

数 

発症予防 重症化予防 

 
正常判定 

保健指導

判定 
受診勧奨判定 

至適血圧 正常血圧 
正常高値 

血圧 

高血圧 【再掲】 

Ⅱ度 

高血圧以上 

Ⅰ度 

高血圧 
Ⅱ度 

高血圧 
Ⅲ度 

高血圧 

年度 人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

20年 633 120 19.0 142 22.4 117 18.5 193 30.5 47 7.4 14 2.2 61 9.6 

21年 699 140 20.0 177 25.3 129 18.5 184 26.3 60 8.6 9 1.3 69 9.9 

22年 738 146 19.8 181 24.5 115 15.6 208 28.2 75 10.2 13 1.8 88 11.9 

23年 740 147 19.9 217 29.3 124 16.8 191 25.8 52 7.0 9 1.2 61 8.2 

24年 787 156 19.8 242 30.7 151 19.2 182 23.1 45 5.7 11 1.4 56 7.1 

 未治療 489 126 25.8 167 34.2 73 14.9 92 18.8 26 5.3 5 1.0 31 6.3 

 治療有 298 30 10.1 75 25.2 78 26.2 90 30.2 19 6.4 6 2.0 25 8.4 

 

表 7 特定健診受診者の血圧分類による血圧の状況（平成 24 年度分 男女別・年齢階級別）                            

男性 
受

診

数 

発症予防 重症化予防 

 
正常判定 

保健指導

判定 
受診勧奨判定 

至適血圧 正常血圧 
正常高値 

血圧 

高血圧 【再掲】 

Ⅱ度 

高血圧以上 

Ⅰ度 

高血圧 
Ⅱ度 

高血圧 
Ⅲ度 

高血圧 

年齢 人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

40～49  49 15 30.6 18 36.7 7 14.3 6 12.2 3 6.1 0 0 3 6.1 

50～59  67 10 14.9 18 26.9 12 17.9 18 26.9 6 9.0 3 4.5 9 13.4 

60～69 291 34 11.7 76 26.1 60 20.6 85 29.2 32 11.0 4 1.4 36 12.4 

70～74 174 19 10.9 39 22.4 43 24.7 57 32.8 15 8.6 1 0.6 16 9.2 
  

女性 

受 

診 

数 

発症予防 重症化予防 

 
正常判定 

保健指導

判定 
受診勧奨判定 

至適血圧 正常血圧 
正常高値 

血圧 

高血圧 【再掲】 

Ⅱ度 

高血圧以上 

Ⅰ度 

高血圧 
Ⅱ度 

高血圧 
Ⅲ度 

高血圧 
人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

40～49  63 26 41.3 21 33.3 10 15.9 4 6.3 2 3.2 0 0 2 3.2 

50～59  93 32 34.4 29 31.2 14 15.1 9 9.7 6 6.5 3 3.2 9 9.7 

60～69 406 63 15.5 133 32.8 73 18.0 107 26.4 25 6.2 5 1.2 30 7.4 

70～74 225 35 15.6 59 26.2 54 24.0 62 27.6 12 5.3 3 1.3 15 6.7 
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健診で血圧値が高くても自覚症状がないと、一時的なものとして捉えてしまうことがあります。 

そのため、血圧測定を継続せず放置し、降圧治療が遅れることで血管変化を起こしている実態も多

く見られます。 

自分の血圧値を知ること、自分の基準値を確認できることが高血圧対策には重要です。 
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エ 脂質異常症の減少 

LDL コレステロール 160mg/dl 以上の割合の減少 

脂質異常症は冠動脈疾患（心筋梗塞、狭心症など）の危険因子であり、とくに LDLコレステロー

ルの高値は、脂質異常症の各検査項目の中で最も重要な指標とされています。 

冠動脈疾患の発症・死亡リスクが明らかに上昇するのは、LDLコレステロール 160mg/dl以上と言

われています。 

町の特定健診受診者の LDL コレステロール 160㎎/dl 以上の者の割合は、男女ともに減少してい

ますが、平成 22年度の国の現状値と比較するとほぼ同等です。（表８） 

国は平成 34年度の目標値を男性 6.2%、女性 8.8%としていますが、男女とも目標値に達するには、

160㎎/dl以上の者の減少に向けた取組みの強化が必要です。 

 

 

 

表 8 国保特定健診受診者の LDL コレステロール値の状況  

 

男性 
受診数 

 

発症予防 重症化予防 

 
正常域 

境界域高LDL

ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症 
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症 

【再掲】 120未満 
120以上 

140未満 

140以上 

160未満 
160以上 

【再掲】 

180以上 

人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

20年 405 19 4.7 189 46.7 107 26.4 70 17.3 39 9.6 12 3.0 

21年 487 38 7.8 238 48.9 130 26.7 81 16.6 38 7.8 14 2.9 

22年 524 28 5.3 222 42.4 156 29.8 82 15.6 64 12.2 27 5.2 

23年 511 31 6.1 238 46.6 133 26.0 81 15.9 59 11.5 24 4.7 

24年 581 56 9.6 313 53.9 121 20.8 99 17.0 48 8.3 13 2.2 

22年度 国の現状          8.3   

34年度 国の目標          6.2   

 

 

女性 
受診数 

 

発症予防 重症化予防 

 
正常域 

境界域高LDL

ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症 
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症 

【再掲】 120未満 
120以上 

140未満 

140以上 

160未満 
160以上 

【再掲】 

180以上 

人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

20年 633 23 3.6 237 37.4 163 25.8 123 19.4 110 17.4 38 6.0 

21年 699 27 3.9 302 43.2 176 25.2 131 18.7 90 12.9 32 4.6 

22年 738 30 4.1 286 38.8 195 26.4 152 20.6 105 14.2 40 5.4 

23年 740 28 3.8 341 42.4 189 25.5 142 19.2  95 12.8 35 4.7 

24年 787 32 4.1 362 46.0 185 23.5 149 18.9  91 11.6 36 4.6 

22年度 国の現状          11.7   

34年度 国の目標          8.8   

（資料）遠軽町特定健診受診者 
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表 9 血清 LDL コレステロール値（直接測定法）の分布 男女別・年齢階級別 

 

男性 
受診数 

 

発症予防 重症化予防 

 
正常域 

境界域高LDL

ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症 
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症 

【再掲】 120未満 
120以上 

140未満 

140以上 

160未満 
160以上 

【再掲】 

180以上 

人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

総数 581 56 9.6 313 53.9 121 20.8 99 17.0 48 8.3 13 2.2 

40～49  49  3 6.1 23 46.9 11 22.4 11 22.4  4 8.2 1 2.0 

50～59  67 6 9.0 31 46.3 14 20.9 14 20.9 8 11.9 3 4.5 

60～69 291 26 8.9 161 55.3 58 19.9 47 16.2 25 8.6 6 2.1 

70～74 174 21 12.1 98 56.3 38 21.8 27 15.5 11 6.3 3 1.7 

 

 

女性 
受診数 

 

発症予防 重症化予防 

 
正常域 

境界域高LDL

ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症 
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症 

【再掲】 120未満 
120以上 

140未満 

140以上 

160未満 
160以上 

【再掲】 

180以上 

人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

総数 787 32 4.1 362 46.0 185 23.5 149 18.9 91 11.6 36 4.8 

40～49  63  7 11.1  42 66.7  10 15.9   5  7.9  6  9.5  3 4.8 

50～59  93  3  3.2  39 41.9  19 20.4  26 28.0  9   9.7  5 5.4 

60～69 406 14  3.4 177 43.6 101 24.9  71 17.5 57 14.0 22 5.4 

70～74 225  8  3.6 104 46.2  55 24.4  47 20.9 19  8.4  6 2.7 

（資料）平成 24 年度 遠軽町特定健診受診者 

 

男女別・年代階級別の LDL コレステロール値では、男性の 50 歳代と女性の 60 歳代で 160 ㎎/dl

以上の者の割合が 1割と多くなっています。（表９） 

心血管疾患発症の危険性の高い家族性高コレステロール血症は早期診断と治療が重要となるた

め、受診を必要とする対象者への受診勧奨を行うとともに、加齢に伴う代謝等の変化に合わせた生

活習慣の見直しが重要となります。 

平成 24 年に発行された「動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2012」の中では、動脈硬化惹起性の

高いリポ蛋白を総合的に判断できる指標として、nonHDLコレステロール値（総コレステロール値か

ら HDLコレステロールを引いた値）が脂質管理目標値に導入されました。 

今後は、「動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2012」に基づき、検査項目や保健指導対象者の見直

し等を行い、対象者の状況に合わせた保健指導を実施していきます。 
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オ メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少 

メタボリックシンドロームと循環器疾患との関連は証明されており、平成 20 年度から始まった

生活習慣病予防のための特定健康診査では、メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少が

評価項目の一つとされました。 

 

  

  「メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）  

    ・腹囲：男性 85cm,女性 90cm以上で、3つの項目（血中脂質,血圧,血糖）のうち 2つ 

     以上の項目に該当する者  

 

項  目 血中脂質 血  圧 血  糖 

服薬 共通 

・コレステロールを下げる薬

を服用 

・中性脂肪を下げる薬を服用 

・血圧を下げる薬を服用 
・血糖を下げる薬を内服 

・インスリン注射使用 

基準 

メタボリックシンド

ローム診断基準 

(8学会:2005年 4月） 

・ HDL コレステロール値

40ml/dl未満 

・中性脂肪 150ml/dl以上 

・収縮期血圧 130mmHg以上 

・拡張期血圧  85mmHg以上 

・空腹時血糖値 110mg/dl

以上 

 

平成 20 年度からの特定健診受診者におけるメタボリックシンドローム予備群・該当者の変化を

みると、予備群は男女とも横ばいですが、該当者は男女とも増加しています。（表 10） 
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表 10 メタボリックシンドロームの予備軍・該当者の推移 

 

【メタボリックシンドローム予備軍】 腹囲：男性 85cm,女性 90cm以上で、3つの項目（血中脂質,血圧,血糖）のう

ち 1つに該当する者  

 男 女 計 男  性 女  性 

年度 受診数 予備軍 ％ 受診数 予備軍 ％ 受診数 予備軍 ％ 

20年 1038 139 13.4 405 81 20.0 633 40 6.3 

21年 1186 140 11.8 489 80 16.4 697 60 8.6 

22年 1262 128 10.1 524 80 15.3 738 48 6.5 

23年 1251 120 9.6 511 81 15.9 740 39 5.3 

24年 1467 154 10.5 647 107 16.5 820 47 5.7 

 

 

【メタボリックシンドローム該当者】 腹囲：男性 85cm,女性 90cm以上で、3つの項目（血中脂質,血圧,血糖）のう

ち 2つ以上に該当する者  

 男 女 計 男  性 女  性 

年度 受診数 該当者 ％ 受診数 該当者 ％ 受診数 該当者 ％ 

20年 1038 157 15.1 405 99 24.4 633 58 9.2 

21年 1186 171 14.4 489 104 21.3 697 67 9.6 

22年 1262 156 12.4 524 106 20.2 738 50 6.8 

23年 1251 166 13.3 511 109 21.3 740 57 7.7 

24年 1467 272 18.5 647 165 25.5 820 107 13.0 

 

 

頸部超音波検査は、動脈硬化の早期診断に有効であることが多くの研究で明らかになっています。

脳梗塞発症前の頸動脈狭窄を発見し、適切な治療によって未然に脳梗塞発症を防ぐことができるた

め、遠軽町では平成 20 年度からメタボリックシンドローム該当者・予備群を対象に、二次検診を

実施しています。 

しかし、受診者は毎年数名と少なく、脳梗塞発症を未然に防ぐためにも更なる勧奨が重要だと考

えます。（表 11） 

 

表 11 頸部超音波検査の状況        

               （人） 

年度 

（平成） 
対象数 実施数 受診勧奨 

結果 

ﾌﾟﾗｰｸ有 IMT↑ 動脈硬化 

20年 190 18 2 10 6 13 

21年 102 15 0  4 0  5 

22年 108  2 0  0 0  0 

23年 128  2 0  0 2  0 

24年 140  5 1  1 5  1 

 

 

40歳以上を対象にした特定健康診査では、すでに初回受診時に生活習慣病を発症している実態が

多く見られます。そのため、町では 30 歳以上を対象に若年者健診を実施し、自分の身体の状態を

確認や生活習慣改善に取組めるよう、保健指導も合わせて実施しています。 
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カ 特定健診・特定保健指導の実施率の向上 

平成 20 年度から、メタボリックシンドロームに着目した健診と保健指導を医療保険者に義務付

ける、特定健診・特定保健指導の制度が導入されました。 

特定健診・特定保健指導の実施率は、生活習慣病対策に対する取組み状況を反映する指標として

設定されています。 

町では、受診率が全国全道に比べまだ目標値には程遠い状態で推移しています。今後も健診後の

保健指導の充実を図り、受診率の向上に努めていきます。 

 

（４） 対策 

ア 健康診査及び特定健康診査受診率の維持・向上の施策 

・対象者への個別案内、広報などを利用した啓発 

・医療機関通院者におけるデータ受領等の医療との連携 

 

イ 保健指導対象者を明確するための施策 

・健康診査（30歳～39歳・生活保護世帯） 

・遠軽町国民健康保険特定健康診査 

 

ウ 循環器疾患の発症及び重症化予防のための施策 

・健診結果に基づいた保健指導の実施 

特定保健指導及び発症リスクに基づいた保健指導（高血圧、脂質異常症、糖尿病のみでなく、

慢性腎臓病（CKD）も発症リスクに加える） 

家庭訪問や健康相談、結果説明会、健康教育など、多様な経路により、それぞれの特徴を生か

したきめ細やかな保健指導の実施 

・動脈硬化症予防健診（頸動脈エコー検査等）の継続実施 
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３ 糖尿病  

（１） はじめに 

糖尿病は心血管疾患のリスクを高め、神経障害、網膜症、腎症、足病変といった合併症によって、

生活の質（QOL：Quality of Life）に多大な影響を及ぼす疾患です。同時に、脳血管疾患や心疾患

などの循環器疾患と同様に、社会経済的活力と社会保障資源にも多大な影響を及ぼします。 

糖尿病は、現在、新規透析導入の最大の原因疾患であるとともに、循環器疾患（心筋梗塞や脳血

管疾患）の発症リスクを 2 ～ 3倍増加させることがわかっています。 

全国の糖尿病有病者数は 10 年間で約 1.3 倍に増えており、人口構成の高齢化に伴って、有病者

の増加が加速すると予想されています。 

 

 

（２） 基本的な考え方 

ア 発症予防 

糖尿病の危険因子は、加齢、家族歴、肥満、身体活動の低下（運動不足）、耐糖能異常（血糖値

の上昇）で、これ以外にも高血圧や脂質異常も独立した危険因子です。循環器疾患と同様、危険因

子の管理が重要となり、循環器疾患対策が有効になります。 

 

イ 重症化予防 

糖尿病における重症化予防は、糖尿病が強く疑われる人、糖尿病の可能性が否定できない人を見

逃すことなく、早期に治療を開始することです。そのためには、健診受診者を増やし潜在的な糖尿

病の可能性の高い人を見逃さないことが重要となります。 

同時に、糖尿病の未治療や治療中断が合併症の発症を招く危険性を高めることから、治療継続に

よる良好な血糖コントロール状態を維持することも重症化予防につながります。 
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（3） 現状と目標 

ア 合併症（糖尿性腎症による年間新規透析導入患者数）の減少 

近年、全国的に糖尿病性腎症による新規透析導入患者数は、増加から横ばいに転じていますが、

町の新規人工透析導入者及び、全数に占める糖尿病性腎症は平成 17 年以降増加傾向にあります。

また、平成 24 年度は後期高齢者の新規導入者が増え、透析導入時の平均年齢 72.5 歳は、国(平成

23年)の 67.84歳よりも高く、糖尿病を含めた基礎疾患の重症化予防が重要になってきます。（図１) 

 

図 1 人工透析患者の推移（国保・後期高齢加入者・生保分） 

 

     

全　　数　（実人員）

0

20

40

60

（人数）

腎炎ほか

糖尿病性

 

年  度 （平成） 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

原
因
疾
患 

腎炎ほか 27 24 22 28 31 34 35 30 25 24 21 23 23 22 25 

糖尿病性 12 12 14 16 15 17 15 16 14 14 19 21 22 22 25 

合  計 39 36 36 44 46 51 50 46 39 38 40 44 45 44 50 

                                （資料）町の人工透析者の実態より 

   

新規導入者のみ

0

5

10

15

(人数）

腎炎ほか

糖尿病性

 

年  度 （平成） 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

原
因
疾
患 

腎炎ほか 2 2 2 8 7 6 8 2 2 2 2 4 7 4 6 

糖尿病性 0 3 3 3 3 3 5 3 3 2 5 4 2 3 6 

合  計 2 5 5 11 10 9 13 5 5 4 7 8 6 7 12 
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平成 10年から平成 24年度末までの 15年間に、糖尿病を原疾患にもつ人工透析導入者は 48人で

す。 

糖尿病の発症から糖尿病性腎症による透析導入に至るまでの期間は、約 20 年間と言われていま

す。発症予防が十分可能な若年期からの健診受診体制の整備、他の医療保険者での保健指導のあり

方、そして、糖尿病の重症化予防のために医療機関通院者の保健指導について医療との連携が欠か

せません。 

 

 

自覚症状がない 

ことを理由に糖尿

病の有無を判断し

てしまうと、重症化

し入院治療が必要

な状況に至るまで

糖尿病を見逃して

しまいます。 

早い段階で血糖

値の異常に気づく

には、血液検査で血

糖値と HbA1c値の測

定が有効です。 

特に、HbA1c 値の

検査は採血時間に

関係なく、1～2カ月

間の平均した血糖

値の状態がわかり

ます。 

HbA1c値(NGSP値)

の正常値は 5.6％未

満です。 
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イ 糖尿病有病者（HbA1c 値（NGSP値）6.5%以上の者）の増加の抑制 

糖尿病有病者の増加を抑制できれば、糖尿病だけでなく、糖尿病からの合併症を予防することも

できます。 

特定健診受診者からみる町の糖尿病有病率は、国の現状値と比較すると多く、HbA1c の状況を平

成 20年度と比較してみると、受診勧奨判定の HbA1c値 6.5％以上の者の割合が増加しています。（表

１） 

引き続き、糖尿病の重症化予防と、重症化への移行を防ぐための発症予防を含めた対策は重要と

なります。 

 

ウ 血糖コントロール指標におけるコントロール不良者の割合の減少 

（HbA1c値が※ 1NGSP値 8.4%（＝JDS値 8.0%）以上の者の割合の減少） 

「科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン 2013」では、血糖コントロール評価指標として

HbA1c値 8.4%（NSGP値＝JDS値 8.0%）以上が「血糖コントロール不可」と位置づけられています。

血糖コントロールが「不可」である状態とは、細小血管症への進展の危険が大きい状態であり、HbA1c

値が 8.4%以上を超えると著明に網膜症のリスクが増えるとされています。 
  

※１「科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン 2013」では、HbA1c 値が NGSP 値に変更され、平成 25 年
度から導入された。平成 24 年度までの健診結果は「科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン 2010」
により、HbA1c値は JDS値であるため、健診結果の分析は JDS 値を使用。 

 

健診の結果で HbA1c値が 8.0%（※以降 JDS 値）以上の者には、未治療者も治療中でも血糖コントロ

ール不良者に対しても、必要に応じて保健指導を実施しています。 

HbA1c 8.0%以上の者の割合は平成 24年度 0.8%と、国の平成 22年度の現状値 1.2%、平成 34年度

の目標値 1.0%より低い現状でした。（表１） 

 

表 1 特定健診受診者の HbA1c(JDS)の状況 年度別・男女計 

年度 

受 

診 

数 

発症予防 重症化予防 
 

正常判定 保健指導判定 受診勧奨判定 

5.2未満 
5.2以上 

5.6未満 

5.6以上 

6.1未満 

6.1以上 

6.5未満 

6.5以上 

7.0未満 
7.0以上 

【再掲】 

8.0以上 

人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

20年 1038 293 28.2 481 46.3 197 19.0 33 3.2 17 1.6 17 1.6 9 0.9 

21年 1186 273 23.0 589 49.7 242 20.4 44 3.7 14 1.2 24 2.0 11 0.9 

22年 1262 304 24.1 619 49.0 248 19.7 42 3.3 25 2.0 24 1.9 15 1.2 

23年 1251 344 27.5 593 47.4 223 17.8 41 3.3 26 2.1 24 1.9 9 0.7 

24年 1132 322 28.4 484 42.8 232 20.5 39 3.4 27 2.4 28 2.5 9 0.8 

22年度 国の現状             1.2 

34年度 国の目標             1.0 

（資料）遠軽町特定健診受診者 

特定健診受診者の HbA1c(JDS)の状況 平成 24 年度 治療状況別 

治療

状況 

受 

診 

数 

発症予防 重症化予防 
 

正常判定 保健指導判定 受診勧奨判定 

5.2未満 
5.2以上 

5.6未満 

5.6以上 

6.1未満 

6.1以上 

6.5未満 

6.5以上 

7.0未満 
7.0以上 

【再掲】 

8.0以上 

人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

未治療 1036 320 30.9 479 46.2 203 19.6 25 2.4 5 0.5 4 0.4 1 0.1 

治療有 96 2 2.1 5 5.2 29 30.2 14 14.6 22 22.9 24 25.0 8 8.3 
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表 2 特定健診受診者の HbA1c(JDS)の状況  （年度別・男女別） 

 

男性 
 

受 

診 

数 

発症予防 重症化予防 
 

正常判定 保健指導判定 受診勧奨判定 

5.2未満 
5.2以上 

5.6未満 

5.6以上 

6.1未満 

6.1以上 

6.5未満 

6.5以上 

7.0未満 
7.0以上 

【再掲】 

8.0以上 

年度 人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

20年 405 119 29.4 181 44.7 71 17.5 17 4.2 10 2.5 7 1.7 4 1.0 

21年 487 120 24.6 220 45.2 106 21.8 17 3.5 8 1.6 16 3.3 6 1.2 

22年 524 125 23.9 243 46.4 101 19.3 19 3.6 18 3.4 18 3.4 12 2.3 

23年 511 142 27.8 243 47.6 77 15.1 14 2.7 17 3.3 18 3.5 7 1.4 

24年 491 141 28.7 200 40.7 99 20.2 17 3.5 18 3.7 16 3.3 4 0.7 

 

女性 

受 

診 

数 

発症予防 重症化予防 
 

正常判定 保健指導判定 受診勧奨判定 

5.2未満 
5.2以上 

5.6未満 

5.6以上 

6.1未満 

6.1以上 

6.5未満 

6.5以上 

7.0未満 
7.0以上 

【再掲】 

8.0以上 

年度 人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

20年 633 174 27.5 300 47.4 126 19.9 16 2.5 7 1.1 10 1.6 5 0.8 

21年 699 153 21.9 369 52.8 136 19.5 27 3.9 6 0.9 8 1.1 5 0.7 

22年 738 179 24.3 376 50.9 147 19.9 23 3.1 7 0.9 6 0.8 3 0.4 

23年 740 202 27.3 350 47.3 146 19.7 27 3.6 9 1.2 6 0.8 2 0.3 

24年 641 181 28.2 284 44.3 133 20.7 22 3.4 9 1.4 12 1.9 5 0.8 

 

 特定健診受診者の HbA1c の状況（平成 24 年度分 年齢階級別・男女別）  

                              

男性 
 

受 

診 

数 

発症予防 重症化予防 
 

正常判定 保健指導判定 受診勧奨判定 

5.2未満 
5.2以上 

5.6未満 

5.6以上 

6.1未満 

6.1以上 

6.5未満 

6.5以上 

7.0未満 
7.0以上 

【再掲】 

8.0以上 

年齢 人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

40～49  46 25 54.3 18 39.1 2 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 

50～59  65 16 24.6 36 55.4 8 12.3 0 0 2 3.1 3 4.6 1 1.5 

60～69 254 73 28.7 93 36.6 59 23.2 12 4.7 9 3.5 8 3.1 2 0.8 

70～74 126 27 21.4 53 42.1 30 23.8 5 4.0 6 4.8 5 4.0 1 0.8 

  

女性 
 

受 

診 

数 

発症予防 重症化予防 
 

正常判定 保健指導判定 受診勧奨判定 

5.2未満 
5.2以上 

5.6未満 

5.6以上 

6.1未満 

6.1以上 

6.5未満 

6.5以上 

7.0未満 
7.0以上 

【再掲】 

8.0以上 

年齢 人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

40～49 63 39 62.9 20 32.3 2 3.2 0 0 0 0 1 1.6 1 1.6 

50～59 83 23 27.7 41 49.4 17 20.5 0 0 1 1.2 1 1.2 1 1.2 

60～69 338 87 25.7 156 46.2 71 21.0 16 4.7 4 1.2 4 1.2 1 0.3 

70～74 158 32 20.3 67 42.4 43 27.2 6 3.8 4 2.5 6 3.8 2 1.3 

 

（表２）年齢階級別の HbA1cの状況から、40歳代から 50歳代にかけて HbA1c値 5.2%以上の高血糖

者が増加しています。この段階（耐糖能異常・境界域）から、心血管疾患の発症に関連することが

多くの研究から明らかとなっています。発症予防には、食事療法、運動療法が重要な治療となりま

す。 

健診結果で血糖値または HbA1c値で保健指導判定値に該当となった者を対象に、遠軽町では独自

に二次検診を実施しています。 
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特定健診受診者（血糖値と HbA1cの両方） 

 

表 3  75gGTT（糖負荷試験）結果（平成 20～24 年度分） 

年度 対象者数 受診者数 

結   果 

異常あり 

再   掲 

抵抗性あり 
初期分泌

反応低下 
2時間値 総インスリン 

要医療 

医師判定 

20年度 158 32 26 7 16 9 15 0 

21年度 198 26 23 4 11 8 11 10 

22年度 218 10 10 3 6 4 5 1 

23年度 154 7 7 0 4 1 5 1 

24年度 168 10 9 3 5 3 8 3 

 

平成 20年度～24年度までの 5年間で 85人が 75g糖負荷試験を受けていますが、対象者数に対し

受診者数が少ない現状があります。（表３） 

60歳を過ぎるとインスリンの産生量が低下することを踏まえると、今後、高齢化が進むことによ

る糖尿病有病者の増加が懸念されます。 

したがって、インスリンの分泌状況などが分かる二次検診の勧奨に努め、検診結果が生活習慣の

改善につながるような取り組みが重要になります。 

 

 

エ 治療継続者の割合の増加 

糖尿病における治療中断を減少させること

は、糖尿病合併症抑制のために必須です。 

糖尿病治療の第 1段階は、食事療法と運動療

法です。しかし、医師から内服治療が必要と診

断されない場合、「治療＝薬」の意識が強い多

くの住民は、食事療法や運動療法につながりづ

らく、定期受診の必要性も理解せずに中断して

しまう実態があります。 

また、糖尿病の特徴的な症状（口渇、多飲多

尿、体重減少など）は、中等度以上の高血糖状

態が持続するまで現れません。そのため、自覚

症状がないことを理由に治療を中断し、合併症

が進行してから受診行動につながる実態もみ

られます。 

糖尿病でありながら未治療である者や治療

中断者を減少させるために、適切な治療の開始

や治療継続につながるよう積極的な保健指導 

が必要になります。 

年度 ～5.7 5.8～6.4 6.5～6.9 7.0～7.9 8.0～

0 22.2 38.9 8.3 30.6

12.9 38.7 29 12.9 6.5

9.1 23.6 38.2 1.8 27.3

5.5 36.4 29.1 7.3 21.8

15.9 31.9 26.5 10.6 15
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（４） 対策（循環器疾患の対策と重なるものは除く） 

ア 糖尿病の発症及び重症化予防のための施策 

・健康診査結果に基づく住民一人ひとりを対象にした保健指導の推進 

プロセス計画に基づく特定保健指導及び HbA1c値に基づいた保健指導 

家庭訪問や結果説明会等による保健指導の実施に加え、健康教育の実施 

・動脈硬化予防健診（75ｇ糖負荷検査） 

・医療関係者との連携 
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４ 栄養・食生活 

 

（１）はじめに 

 

 栄養･食生活は、人々が生命を維持し、健康な生活を送るために、また子供達の健やかな成長の

ためにも欠くことができないものです。さらに、多くの生活習慣病の予防の観点からも重要です。

また同時に、栄養･食生活は社会的、文化的な営みでもあります。 

 本町でも、自然環境や地理的な特徴、歴史的条件が相まって、地域特有の食文化を生み出し食生

活の習慣をつくりあげてきています。（図１．遠軽町の食習慣背景の構造、表１．食料事情と食産

業、摂取栄養素の変換） 

 生活習慣病の予防のためには、栄養状態を適正に保つために適正な量の栄養素を摂取することが

求められています。 

 

（２）基本的な考え方 

 

 主要な生活習慣病（がん、循環器疾患、糖尿病）予防に科学的根拠がある血液データと食品（栄

養素）との具体的な関連は表２のとおりです。 

 食品（栄養素）の欠乏または過剰については、個人の健診データで確認していく必要があります。 

 生活習慣病予防のためには、ライフステージを通じて適正な食品（栄養素）摂取が実践できる力

を十分に育み、発揮できることが重要になります。 

 

（３）現状と目標 

 

 個人が適正な量と質の食事をとっているかどうかは、健診データからわかります。 

 なお、健診データについての目標項目は、「１．生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底」に

おいて掲げているため、栄養･食生活については、適正体重の維持を中心に、目標を設定していま

す。 

 

適正体重を維持している人の割合の増加 

 体重は、日本人の主要な生活習慣病や健康状態との関連が強く、特に肥満はがん、循環器疾患、

糖尿病等の生活習慣病との関連、若年女性のやせは低出生体重児出産リスク等との関連があります。 

 適正体重については、ライフステージごとの目標を設定し、評価指標とします（表３）。 
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(参考)

西暦 歳
昭 20 1945 68 終戦 冷害凶作、食糧危機 昭17年3月　遠軽久美愛病院
21 1946 67 遠軽厚生病院に改称
22 1947 66 学校給食の開始
23 1948 65 ソースの流行
24 1949 64 料理飲食店復活 保健婦配置
25 1950 63 国内初のポテトチップの製造 白滝診療所開業
26 1951 62 陸上自衛隊遠軽駐屯地
27 1952 61 魚肉ソーセージ発売　アイススティック発売 丸瀬布国保病院開業
28 1953 60 水俣病が流行 家庭用冷蔵庫発売　カップアイス流通
29 1954 59 学校給食法施行 明治オレンジ発売～ジュースブーム
30 1955 58 遠軽中央病院開業

32 1957 56 水道法が制定
33 1958 55 インスタントラーメン発売　缶ビール発売 瀬戸瀬厚生診療所開設

35 1960 53 食のインスタント化 菊池病院開業
36 1961 52 遠軽学田病院独立
37 1962 51 即席みそ汁登場　コカコーラ全国発売
38 1963 50 ミルク給食の全面実施 イチワ遠軽店開店～スーパー化
39 1964 49 東京オリンピック開催 調理パンの発売　かっぱえびせん発売
40 1965 48 大量生産の時代 冷蔵庫普及率50％　オロナミンC発売 櫛引内科医院開業
41 1966 47 冷凍食品流通 小池外科医院開業
42 1965 46 ズルチン使用禁止
43 1968 45 明治製菓カール発売～スナック菓子時代
44 1969 44 2ドア式冷凍冷蔵庫発売

46 1971 42 日清カップヌードル発売
47 1972 41 冷蔵庫普及率97％　ワインブーム

49 1974 39 酒類夜間販売自主規制 セブン-イレブンの1号店オープン
50 1975 38 遠軽町人口20,345人
51 1976 37 ほっかほか亭開店　低価格電子レンジ発売
53 1977 36 できたて弁当チェーン乱立
53 1978 35 水道水の発がん物質報道
54 1979 34 電子レンジ普及率30%
55 1980 33 食品輸入額世界第1位 ポカリ発売～スポーツドリンクブーム 楠内科医院開業
56 1981 32 カクテルブーム
57 1982 31 すりみもどき食品開発
58 1983 30 西町診療所開業
59 1984 29 缶チューハイ発売 プラザコープ開店
60 1985 28 一気飲み自粛 生田原診療所開業
61 1986 27 宅配ピザ開店 イチワ遠軽店閉店
62 1987 26 電子レンジ普及率50～レンチン食品急増
63 1988 25 大塚製薬ファイブミニ発売

平 1 1989 24 消費税導入・バブル絶頂期 シリアル発売 保健センター開設

3 1991 22 バブル経済崩壊
4 1992 21 コンビニエンスストア開店
5 1993 20 冷夏で米緊急輸入を決定
6 1994 19 安売り缶ビール流通 シティえんがる開店
7 1995 18 食品衛生法改正 発泡酒の発売 アイ・コープみなみ開店
8 1996 17 Ｏ-１５７ ノルディックファーム開店
9 1997 16 消費税5％開始
10 1998 15 ダイオキシン汚染問題

12 2000 13 介護保険　民事再生法施行 げんき21開設

15 2003 10 SARSの世界的な大流行 特定保健用食品の飲料発売
16 2004 9 電子レンジ普及率96％ みずしま内科クリニック開業
17 2005 8 平成の大合併 4町村合併

19 2007 6 食品偽装問題 コープさっぽろ遠軽みなみ店移転
20 2008 5 特定健診義務化
21 2009 4 新型インフルエンザ流行
22 2010 3 たばこ増税 ノンアルコール・ビールテイスト飲料発売 白滝ジオパーク加盟
23 2011 2 東北地方太平洋沖地震
24 2012 1 スーパー15・コンビニ12・生協2店舗

表１　食糧事情と食産業

遠軽の歴史
年

和暦
世相 食文化
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ア 妊娠届時のやせの人の割合の減少 

  妊娠前、妊娠期の心身の健康づくりは、子どもの健やかな発育に繋がります。 

 低出生体重児は、妊娠前の母親のやせが要因の１つと考えられています。 

本町では妊娠中の適切な体重増加の目安とするために、平成 23 年度から妊娠届出書で妊娠直前

のＢＭＩを把握し、保健指導を行っています。 

国の目標値 20％は達成しており、平成 23年度に比べると平成 24年度はやや減少傾向にあります

（図２）。 

 

図２ 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

妊娠前、妊娠期の健康づくりは、次の世代を育むことに繋がることから、今後も啓発を行うとと

もに、健診データに基づき保健指導を行っていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

一方、国の目標にはありませんが、肥満（ＢＭＩ25 以上）はやや増加傾向にあり（図２）、遠軽

町においては 13.1％となっています。肥満妊婦の割合は 12.7％と全国 8.3％より高い状態です 

（表４）。 

肥満は妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病などのリスクが高まることから、妊娠前・妊娠期の適正な

体重管理についての保健指導が必要です。 

 

目標項目 現状（H24） 目標（H34） データソース 

妊娠届出時のやせの割合の減

少 
１５．４％ 

現状維持 

又は減少 

遠軽町 

妊娠届出書 

妊娠届出時のやせ及び肥満の人の割合

10.7%

14.6%

76.2%

73.8%

13.1%

11.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H24

H23

18.5↓

18.5-25

25↑

 

国目標値 20％ 
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表４ 妊娠前の体格と児の出生体重 

遠軽町 

（平成 22年度～平成 24年度出産の

母でデータがある者 487人） 

や せ 適正体重 肥 満 

18.5未満 18.5～25未満 25以上 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 

74 15.2％ 351 72.1％ 62 12.7％ 

全 国 

（平成 22年乳幼児身体発育調査） 
- 19.6％ - 72.0％ - 8.3％ 

再
掲 

低出生体重児＊1 7 12.7％ 43 78.2％ 5 9.1％ 

正常 63 15.0％ 303 72.1％ 52 12.4％ 

巨大児＊2 0 0％ 1 33.3％ 2 66.6％ 

LFD＊3かつ SFD＊4 6 28.6％ 12 57.1％ 3 14.3％ 

LFD 0 - 8 80.0％ 2 20.0％ 

＊１低出生体重児～出生体重 2500ｇ未満の児 

＊２巨大児～出生体重 4000ｇ以上の児 

＊３ＬＦＤ～在胎週数に比して出生体重 10パーセントタイル未満の児 

＊４ＳＦＤ～在胎週数に比して出生体重のみならず、身長も出生体重 10パーセントタイル未満の児 

 

イ 全出生児中の低出生体重児の割合の減少 

 低出生体重児は、神経学的･身体的合併症の他、将来の糖尿病や高血圧等の生活習慣病を発症し

やすいとの報告があります。 

 本町では、H24年度は 19人が低出生体重の状態で生まれています。出生千対の出生率は 118で前

年より増加しており、さらに全国・全道の 90よりかなり高い状態です（図３）。低出生体重児の出

生割合を下げる対策とともに、低出生体重で生まれてきた子どもの健やかな発育、発達への支援や、

将来の生活習慣病の発症予防のための保健指導も必要となります。 

本町では、低出生体重児の約 6割が妊娠期の体重増加不良または過剰の妊婦から出生しています。

肥満妊婦の約 8 割、やせ妊婦の約 6 割が妊娠期の体重増加不良または過剰の状態です（表５）。   

妊婦の体重管理は胎児の発育に大きく関わり、妊娠前の体格に合わせた体重管理を必要とします。

妊娠期に必要な栄養について保健指導が重要と考えます。 
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低体重児出生率の推移（出生千対）
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（遠軽町母子統計） 

 

表５ 妊娠中の体重増加と妊娠前の体格 

遠軽町 

（平成 22年度～平成 24年度出

産の母でデータがある者 487

人） 

目標 

体重 

増加量 

増加不足 適正増加 増加過剰 合計 

（人） 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

86 17.7％ 230 47.2％ 171 35.1％ 487 

再
掲
① 

やせ BMI18.5未満 9~12㎏ 20 27.0％ 28 37.8％ 26 35.1％ 74 

適正 

体重 

BMI18.5～25 未

満 

7~12㎏ 
43 12.3％ 190 54.1％ 118 33.6％ 351 

肥満 BMI25以上 6~8㎏ 23 37.1％ 12 19.4％ 27 43.5％ 62 

再
掲
② 

低出生体重児 
17 

30.9％ 22 40.0％ 
16 

29.1％ 55 

 

 

 

 

 

ウ 肥満傾向にある子どもの割合の減少（乳幼児期） 

 子どもの肥満は学童、思春期の肥満に移行しやすく、さらに成人期に肥満になる確率が半数とい

われ、将来の子どもの生活習慣病に結びつきやすいとの報告があります。 

 遠軽町では出生後、新生児訪問や乳幼児健康診査、乳幼児相談、離乳食講話などの保健事業を通

じ、子どもの発育に関する相談を行い、乳幼児期における適正体重の維持、月齢に応じた適切な生

活習慣の確立を目指しています。 

 1 歳過ぎから 5 歳前後までの時期は、一生で一番体脂肪率と BMI が低値となり、6 歳前後で再び

上昇する「アディポシー・リバウンド（＊１）」という現象が起こります。このリバウンド現象が 3

歳未満で起こると、成人期の肥満へ移行しやすいといわれています。 

 しかし、平成 24年度から平成 25年度 10月までに行った 3歳児健康診査で 30.4％、平成 23年度

目標項目 現状（H24） 目標（H34） データソース 

全出生児のうち低出生体重児の

割合の減少 
11.8％ 減少 遠軽町母子統計 
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から平成 24 年度に行った１歳６か月健診では 23.9％の児がカウプ指数（＊２）が「太りすぎ」ま

たは「太りぎみ」に該当しました。（表６） 

 

＊1「アディポシーリバウンド」：乳幼児期を過ぎ、下降傾向にある BMIや体脂肪率が再び上昇に転じる現象。通常 7歳頃

に現れるが、早期（特に 3歳未満）に起こると成人肥満・内臓脂肪症候群に移行することが多いとされる。 

 

＊2「カウプ指数」：幼児の体格を判定する指数で、やせや肥満の判定に用いられる。判定は次の通り 

 やせすぎ やせぎみ ふつう 太りぎみ 太りすぎ 

乳児 

3ヶ月以降 
14.5未満 14.5以上 16未満 16以上 18未満 18以上 20未満 20以上 

1歳 14.5未満 14.5以上 15.5未満 15.5以上 17.5未満 17.5以上 19.5未満 19.5以上 

1歳 6か月 14未満 14以上 15未満 15以上 17未満 17以上 19未満 19以上 

3歳 13.5未満 13.5以上 14.5未満 14.5以上 16.5未満 16.5以上 18未満 18以上 

参考：日本栄養士会ホームページ 

 

表６  

※1歳 6か月健診は平成 23、24年度受診者、3歳児健診は平成 24年度と平成 25年度 10月までの受診者 

  やせすぎ やせぎみ ふつう 太りぎみ 太りすぎ 計 

１歳６か月 
人数 4 39 206 73 5 327 

割合 1.2％ 11.9％ 63.0％ 22.3％ 1.5％ - 

３歳 
人数 1 11 146 52 17 227 

割合 0.4％ 4.8％ 64.3％ 22.9％ 7.5％ - 

 

 

 

 

 

17人の出生からの体格変化と生活習慣（表７） 
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表
７
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 3歳児健診時点で肥満度 30％以上の中等度肥満の子がみられました。小児期の肥満が

みられる子の生活背景としては食事、睡眠習慣、運動、胎児期の状態、遺伝子、その他

複数の要因が重なって肥満に結びついています。 

3歳児健診でカウプ指数で「太りすぎ」に判定された子の生活背景の情報を、現在の

問診項目から可能な限り把握しました（表７）。カウプ指数で太りすぎに判定された子

のうち、２人は肥満度で 30%を超える高度肥満の子もみられます。 

 要因で多いものとして、「糖分の入った飲料」を習慣的に取っている子が 13 人

（76.5％）と一番多く、うち 3人は 1歳児健診の時点から習慣化していました。糖分の

入った飲料の中には、野菜ジュースやスポーツ飲料、乳酸菌飲料も含まれていました。 

次に多かった「スナック菓子」「アイス・チョコ」の摂取では、1 歳児健診の時点で

習慣化している子もおり、祖父母が与える場合や上の兄弟の食べているものを一緒に食

べさせているといった場合もありました。 

健康に成長・発達するためには両親をはじめ、祖父母・兄弟姉妹など家族ぐるみの生

活習慣の見直しや改善、協力が重要です。 

子どもの生活習慣はかかわる大人の影響が大きいことから、個々の要因に対して妊娠

中、出生直後から予防的に働きかけ、家族ぐるみ、地域ぐるみで健康的な生活習慣を確

立する事が乳幼児の肥満を防ぐ事につながります。 

このことから、母の妊娠中、乳児期から課題を明らかにして、健康的な生活習慣を確

立する必要があります。 

 

エ 男性（20歳～60歳代）及び女性（40～60歳代）の肥満者の割合の減少 

 年代別にみた全国の肥満の傾向は、20 歳～60 歳代男性及び 40 歳～60 歳代女性で多

いため、この年代の肥満者の割合の減少が健康日本２１の目標になりました。しかし、

最終評価では 20 歳～60 歳代男性の肥満者の割合が増加し、20 歳～60 歳代女性の肥満

者の割合は変わりませんでした。そのため、引き続き国の指標として設定されました。 

 本町の 20 歳～60 歳代男性、40 歳～60 歳代女性の肥満者の割合は、北海道と比較す

ると低い割合ではありますが、どちらも増加しており、平成 34 年度の国の目標値を上

回っています（図４）。特に病院通院者の肥満の割合が高いため、通院者のデータ受領

を開始した平成 24 年度は、男性、女性ともに全体の肥満者の割合が大きく増加してい

ます（図５－①、②）。未治療者だけではなく治療中の人も、生活習慣を改善していく

必要があります。 
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図４ 男性（20歳～60歳代）及び女性（40～60歳代）の肥満（ＢＭＩ25以上）の割合

の推移                             ※男性 20歳代のデータは無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－① 40歳～60歳代の病院通院者の肥満（ＢＭＩ25以上）割合（男性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

図５－② 40歳～60歳代の病院通院者の肥満（ＢＭＩ25以上）割合（女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（遠軽町国保特定健診・基本健診結果） 

0.0%

50.0% 50.0%
52.6%

28.0%

42.9%

35.7% 34.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

40歳代 50歳代 60歳代 全体

病院健診

全健診

受診人数 病院健診 全健診
40歳代 n＝3 n=50
50歳代 n＝4 n=70
60歳代 n＝57 n=308

受診人数 病院健診 全健診
40歳代 n＝4 n=66
50歳代 n＝16 n=104
60歳代 n＝83 n=426

43.4%

100.0%

25.0%

42.7%

24.2% 25.0% 25.4%
25.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

40歳代 50歳代 60歳代 全体

病院健診

全健診

道・男性, 42.3%

29.6%

25.5%

31.5% 31.1%
34.4%

21.0%

21.1%

21.3%

22.0%

25.2%

道・女性, 29.9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

H20 H21 H22 H23 H24 年度

男性の割合

女性の割合

国の男性目標値(28%)

国の女性目標値(19%)

（遠軽町国保特定健診・病院健診結果） 

（遠軽町国保特定健診・病院健診結果） 
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年代別にみた肥満者の割合を全国と比較すると、男性では 50 歳代、60 歳代及び 70

歳～74 歳で高くなっています。女性では、74 歳以下の全ての年代で割合が高くなって

います（図５－①、②）。 

全ての年代において肥満者の割合を減らすことが求められますが、高齢者ではすでに

生活習慣が確立していること、肥満よりも痩せの弊害が多いことなどから、若年者より

も減量が困難であるとされています。そのため、若い年代から肥満を改善していく必要

があります。 

 

図６－① 年代別の肥満（ＢＭＩ25以上）の割合（男性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６－② 年代別の肥満（ＢＭＩ25以上）の割合（女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成 24年度遠軽町国保特定健診・基本健診結果／平成 23年度国民健康・栄養調査） 

（平成 24年度遠軽町国保特定健診・基本健診結果／平成 23年度国民健康・栄養調査） 
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目標項目 現状（H24） 目標（H34） データソース 

肥満者の 

割合の減少 

男性（20～69歳） 34.4% 28％ 遠軽町国保特定健診・  

基本健診結果及び   

国民健康・栄養調査 女性（40～69歳） 25.2％ 19％ 

 

オ 低栄養傾向（ＢＭＩ20未満）の高齢者の割合の増加の抑制 

 高齢者の適切な栄養の摂取は、生活の質（ＱＯＬ）のみならず、身体機能を維持し生

活機能の自立を確保する上でも極めて重要です。 

 国では、要介護及び総死亡リスクが統計学的に優位に高くなるＢＭＩ20 未満が、高

齢者の「低栄養傾向」の基準として示されました。 

 本町の 65 歳以上の高齢者のＢＭＩ20 未満の人の割合は、平成 34 年度の国の目標値

を下回っていますが、高齢化の進展に伴って増加する可能性があるため、現状の割合を

維持していくことが重要です（図７）。 

 

図７ 高齢者（65歳以上）のＢＭＩ20未満の割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標項目 現状（H24） 目標（H34） データソース 

低栄養傾向（ＢＭＩ20未満）

の高齢者の割合の増加の抑制 
13.3％ 

現状維持又

は減少 

遠軽町国保特定健診・  

基本健診結果 
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（平成 24年度遠軽町国保特定健診・基本健診結果） 
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（４）対策 

 

 ア 生活習慣病の発症予防のための取り組みの推進 

    ライフステージに対応した栄養指導 

・ 妊娠届時の面接（妊娠期） 

・ 乳幼児健康診査、乳幼児相談（乳幼児期） 

・ 基本健康診査及び特定健康診査結果に基づいた栄養指導 

      家庭訪問や健康相談、結果説明会、健康教育など、多様な経路によりそれ

ぞれの特徴を生かしたきめ細やかな栄養指導の実施（青年期、壮年期、高

齢期） 

・ 家庭訪問、健康教育、健康相談（全てのライフステージ） 

 

 

 イ 生活習慣病の重症化予防のための取り組みの推進 

    管理栄養士による高度な専門性を発揮した栄養指導の推進 

・ 基本健康診査及び特定健康診査結果に基づいた栄養指導 

・ 糖尿病や慢性腎臓病など、医療による薬物療法と同様に食事療法が重要な

生活習慣病の重症化予防に向けた栄養指導の実施 
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５ 身体活動・運動 

 

（１） はじめに 

 「身体活動」とは、安静にしている状態よりも多くのエネルギーを消費する全ての

動きを、「運動」とは、身体活動のうちスポーツやフィットネスなど健康・体力の維持・

増進を目的として行われるものをいいます。  

 身体活動･運動量が多い人は、不活発な人と比較して循環器疾患やがんなどの非感染

性疾患の発症リスクが低いことが実証されています。  

 世界保健機構（WHO）は、高血圧（ 13%）、喫煙（9%）、高血糖（6%）についで、身体

不活動（6%）を全世界の死亡に関する危険因子の第 4 位と認識し、日本でも身体活動・

運動の不足は、喫煙・高血圧についで非感染性疾患による死亡の 3 番目の危険因子で

あることが示唆されています。  

 身体活動・運動の重要性が明らかになっていることから、多くの人が無理なく日常

生活の中で運動を実施できる方法の提供や環境を作ることが求められています。  

 

（２） 基本的な考え方  

健康増進や体力向上のために身体活動を増やし、運動を実施することは、個人の抱

える多様かつ個別の健康課題の改善につながります。  

主要な生活習慣病予防のために身体活動・運動が重要になってきます。  

 

（３） 現状と目標 

 ア 日常生活における歩数の増加 

 歩数は比較的活発な身体活動の客観的な指標です。  

 歩数の不足ならびに減少は、肥満や生活習慣病発症の危険因子であるだけでなく、

高齢者の自立度低下や虚弱の危険因子でもあります。  

 平成 22 年度国民健康・栄養調査による北海道の歩数は、男性 6,958 歩・女性 5,825

歩と国の目標歩数に及びません。  

 北海道は 1 年の半分が雪に閉ざされています。降雪による道路の凍結のため、冬期

間の歩行は制限されます。「すこやかロード」の認定を受けたコースが町内にはありま

すが、冬期間は利用できません。またノルディックウォーキング体験会を開催してい

ますが、年間を通して安全に歩行などの身体活動ができる環境整備を行っていく必要

があります。 

 

イ 日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1 日 1 時間以上実施する者 

 遠軽町では、国保特定健診受診者に対して身体活動の状況を確認していますが、日

常生活においてよく体を使っていると意識している人は、男性より女性が低く、特に

40 歳代と 70 歳代が 30％代と低い状況です。男性は全ての年代の平均で 50％を超えて

いますが、その中では 50 歳代が低い状況です。また H20 と比較すると運動の実施者は

やや減少しています（図１） 
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図１ 日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1 日 1 時間以上実施している人の

割合 
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ウ 運動習慣者の割合の増加  

 運動は余暇時間に取り組むことが多いため、就労世代（２０～ 64 歳）と比較して退

職世代（65 歳以上）では明らかに多くなりますが、遠軽町も同様の傾向です。  

 また、身体活動と同様に、男女ともに就労世代の運動習慣は少なく、特に女性の運

動習慣者は少ない状況です。（図４）  

 

図４ 性別・年代別の運動習慣者の割合（1 日 30 分以上の汗をかく運動を週 2 日以上、

1 年以上実施している）  
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 就労世代の運動習慣者が今後も増加していくためには、身近な場所で運動できる環境

や、歩行と同様、積雪や路面の凍結等により、冬期間の屋外での運動が制限される点

も考慮し、年間を通じて運動が可能な施設（温水プール・トレーニングルーム・体育

館など）を多くの人が活用し、気軽に運動に取り組むことが必要です。  

 

 ライフステージの中で、骨・筋・神経は成長発達し、高齢期には機能低下に向かい

ますが、それぞれのステージに応じた運動を行うことが最も重要になります。  

 

（４） 対策 

ア 身体活動量の増加や運動習慣の必要性についての知識の普及・啓発の推進 

 ・生活習慣病対策と連動しライフステージや個人の健康状態に応じた運動習慣の  

推進 

 ・特定健診・特定保健指導など従来の対策を活用した運動指導  

 

イ 身体活動及び運動習慣の向上の推進  

 ・関係機関と連動し、日常生活の中で身体活動や運動を行える環境を整備する  

 ・運動施設（温水プール・トレーニングルーム・体育館など）の活用の推進 

 

ウ アイについて、健康増進事業実施者が各々取り組みを推進  

65



６ 飲酒 

 

（１） はじめに 

 アルコール飲料は、生活・文化の一部として親しまれてきている一方で、陶酔性、

慢性影響による臓器障害、依存性、妊婦を通じた胎児への影響等、他の一般食品には

無い特性を有します。  

 健康日本 21 では、アルコールに関連した健康問題や飲酒運転を含めた社会問題の多

くは、多量飲酒者によって引き起こされていると推定し、多量飲酒者を「 1 日平均 60g

を越える飲酒者」と定義し、多量飲酒者数の低減に向けて努力がなされてきました。  

 飲酒の特徴には常習性があります。高齢期にアルコール依存症のリスクが高まるこ

とが報告されています。  

 がん、高血圧、脳出血、脂質異常症などは、1 日平均飲酒量とともにほぼ直線的に上

昇することが示されています。  

 また全死亡、脳梗塞及び冠動脈疾患については、男性では 44g/日（日本酒２合/日）、

女性では 22g/日（日本酒１合 /日）程度以上の飲酒でリスクが高くなることが示されて

います。 

 同時に、一般に女性は男性に比べて肝臓障害など飲酒による臓器障害をおこしやす

いことが知られています。  

 世界保健機構（WHO）のガイドラインでは、アルコール関連問題リスク上昇の閾値を

男性１日 40g を越える飲酒、女性１日２０ｇを越える飲酒としており、また多くの先

進国のガイドラインで許容飲酒量に男女差を設け、女性は男性の１ /２から２ /３とし

ています。 

 そのため次期計画においては、生活習慣病のリスクを高める飲酒量について、男性

で１日平均 40ｇ以上、女性で 20g 以上と定義されました。  

 

（２） 基本的な考え方  

 飲酒については、アルコールと健康の問題について適切な判断ができるよう、未成

年者の発達や健康への影響、胎児や母乳を授乳中の乳児への影響を含めた健康との関

連や、「リスクの少ない飲酒」など正確な知識を普及する必要があります。  

 

（３） 現状と目標 

ア  生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者（一日あたりの純アルコールの

摂取量が男性 40g 以上、女性 20g 以上の者）の割合の増加 

 遠軽町において、生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人の割合は、国保

特定健診問診票の平成 21 年度と平成 24 年度を比較すると、男性 8.4%（45 人）が 10.2%

（59 人）に、女性 3.0%（22 人）が 3.2%（25 人）に増えています。 

 また平成 24 年度国保特定健診受診者（1368 人）中、生活習慣病のリスクを高める量

の飲酒習慣がある者（男性 59 人、女性 25 人）の健診有所見（異常）率を見ると、男

性では高血圧・肝機能（AST、ALT、γ-GT）が高くなっています。（図１） 女性は BMI・

腹囲・高血圧が高くなっています。（図２）  
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 飲酒は肝臓のみならず、肥満や高血圧、高尿酸状態をも促し、その結果血管を傷つ

けるという悪影響を及ぼします。健診結果と飲酒との関連を本人が理解し、適切な判

断ができる支援が重要です。  

図１　男性飲酒者 の健康実態　～健診受診者全体の有所見率と毎日２合（純アルコール４０g）以上のアルコール摂取がある者の健診有所見率の比較～
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図２　女性飲酒者 の健康実態　～健診受診者全体の有所見率と毎日１合（純アルコール２０g）以上のアルコール摂取がある者の健診有所見率の比較～
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イ 妊婦の飲酒をなくす  

妊娠届出時の妊婦の飲酒状況は平成 21 年：1 人(0.6％)、平成 22 年：2 人(1.0％)と

0 人ではないものの、北海道(6％)と比べると低率であり、平成 23、24 年は 0 人です。 

 

（４） 対策 

ア 飲酒のリスクに関する教育・啓発の推進  

 ・種々の保健事業の場での教育や情報提供  

 

イ 飲酒による生活習慣病予防の推進  

 ・健診、遠軽町国保特定健診の結果に基づいた、適度な飲酒への個別指導  

 

ウ アイについて、健康増進事業実施者が各々取り組みを推進  
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７ 喫煙 

 

（１） はじめに 

たばこによる健康被害は、がん、循環器疾患 (脳卒中、虚血性心疾患等）、COPD(慢性閉

塞性肺疾患)、糖尿病、周産期の異常(早産、低出生体重児、死産、乳児死亡等 )の原因

になり、受動喫煙も、虚血性心疾患、肺がんに加え、乳幼児の喘息や呼吸器感染症、

乳幼児突然死症候群(SIDS)の原因になります。  

 

（２） 基本的な考え方  

 たばこ対策は「喫煙率の低下」と「受動喫煙による曝露状況の改善」が重要です。  

喫煙と受動喫煙は、いずれも多くの疾患の確立した原因であり、その対策により、

がん、循環器疾患、COPD、糖尿病等の予防において大きな効果が期待できるため、た

ばこと健康について正確な知識を普及する必要があります。  

 

（３） 現状と目標 

ア 成人・妊婦の喫煙率の減少  

 喫煙率の低下は、喫煙による健康被害を確実に減少させる最善の解決策であること

から指標として重要です。  

遠軽町では平成13～22年度に禁煙個別健康教育を実施し、延べ127人の相談を受けま

した。また平成20～22年度には健康プロジェクトの一環として禁煙コースを設けたり

（延べ21人参加）、集団での健康教育や健診受診者の禁煙相談などを実施しています。 

遠軽町国保特定健診等受診者の喫煙率推移をみると、男女ともに年々低下していま

すが、国の喫煙率に比べると40歳代、50歳代は高くなっています。（表１）  

 

表１ 習慣的に喫煙している者の割合の推移  

 

 

 

 

 

 

妊婦（妊娠届出時）の喫煙率を見ると、全道平均は少しずつ低下している中、遠軽

町は増加傾向です。また低体重出生率も増加傾向であり、妊婦の喫煙は重要な問題で

す。（表２、表３）  

 

 

 

 

 

 

 

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

H14　遠軽町 73.9% 25.8% 54.0% 16.0% 28.3% 7.6% 19.1% 3.3% 39.9% 14.2%

H19　遠軽町 54.8% 21.3% 51.9% 12.9% 28.5% 6.3% 13.9% 2.8% 28.6% 9.2%

H24　遠軽町 44.9% 20.6% 43.3% 14.0% 24.7% 6.4% 14.4% 2.2% 25.5% 7.3%

H23　全国 40.2% 16.5% 37.3% 10.2% 29.3% 6.4% 16.6% 3.3% 32.4% 9.7%

合計40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～74歳
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表２ 妊婦の喫煙状況  表３ 低体重出生率の推移（出生千対） 
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町内のタバコ販売本数は年々減少し、平成 15年から平成23年度を比較すると約50％

減少しています。 （図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たばこに含まれるニコチンには依存性があり、自分の意思だけでは、やめたくても

やめられないことが多いですが、今後は喫煙をやめたい人に対する禁煙支援と同時に、

健診結果に基づき、より喫煙によるリスクが高い人への支援が重要になります。  

 

イ 受動喫煙（家庭・職場・飲食店・行政機関・医療機関）の機会を有する者の割合の

減少 

妊婦の夫の喫煙状況（妊娠届出時確認）は、近隣町村と比べても高く、 20歳代、30

歳代の喫煙率（北海道、全国）よりも高い状況です。（表４、表５、表６） 

  

 

 

 

 

 

 

 

公共機関の分煙は進んでいますが、喫煙場所の多くが玄関や出入り口付近に設置さ

れていたり、仕切りだけで区切られていたりと、受動喫煙の影響を受けています。  

平成22年作成した「遠軽町ヘルシープラン」の中で「分煙の推進」を掲げ、分煙や

時間帯禁煙を実施している商店等に「空気のおいしいお店」のステッカーを配布して

いますが、1件にとどまっています。分煙への取り組みは、家庭だけでなく企業や商店

の協力が不可欠です。  
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図１ タバコ販売本数の推移  

表４　妊婦の夫の喫煙率推移（遠軽町）
H20 H21 H22 H23 H24
53.9% 62.2% 46.9% 54.1% 46.2%  

表５　妊婦の夫の喫煙率（近隣市町村　H23）　
紋別市 佐呂間町 湧別町 滝上町 西興部村
45.6% 35.3% 59.6% 35.3% 30.6%  

表６　全国喫煙率（男性　年齢別　H24）
20～29歳 30～39歳 平均
37.6% 43.2% 34.1%  
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（４） 対策 

ア たばこのリスクに関する教育・啓発の推進  

・種々の保健事業の場での禁煙・分煙の助言や情報提供  

 

イ 禁煙支援・分煙の推進  

・健診の結果に基づいた、禁煙支援・禁煙治療への個別指導  

・公共機関だけでなく、お店や企業・家庭でも分煙を推進し、「空気のおいしいお店」

のステッカーの配布を行い、分煙を進めます。  

 

ウ アイについて、健康増進事業実施者が各々取組みを推進 
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８ 歯・口腔の健康 

 

（１） はじめに 

 歯・口腔の健康は、口から食べる喜び、話す楽しみを保つ上で重要であり、身体的

な健康のみならず、精神的、社会的な健康にも大きく寄与します。  

 歯の喪失による咀嚼
そ し ゃ く

機能や構音
こ う お ん

機能の低下は、食生活や対人面など多面的な影響を

与え、最終的に生活の質(QOL)を大きく損ないます。 

 平成23年8月に施行された歯科口腔保健の推進に関する法律の第 1条においても、

歯・口腔の健康が、国民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果

たしているとされています。  

 従来、すべての国民が生涯にわたって自分の歯を 20本以上残すことをスローガンと

した「8020(ハチマルニイマル )運動」が展開されておりますが、超高齢社会の進展を

踏まえ、生涯を通じて歯科疾患を予防し、歯の喪失を抑制することは、高齢期の口腔

機能の維持につながります。 

 歯の喪失の主要な原因疾患は、う蝕
しょく

(むし歯)と歯周病で、歯・口腔の健康のために

は、う蝕と歯周病の予防は必須の項目です。  

 幼児期・学齢期のう蝕予防や、成人期の歯周病予防の推進が不可欠と考えます。  

 

（２） 基本的な考え方  

ア 発症予防 

 歯科疾患の予防は、「う蝕予防」及び「歯周病予防」が大切です。 

 これらの予防を通じて、生涯にわたって歯・口腔の健康を保つためには、個人個人

で自身の歯・口腔の状況を的確に把握することが重要です。 

 

イ 重症化予防 

 歯・口腔の健康における重症化予防は、「歯の喪失防止」と「口腔機能の維持・向上」

になります。  

 歯の喪失は、健全な摂食や構音などの生活機能に影響を与えますが、喪失を予防す

るためには、より早い年代から対策を始める必要があります。  

 口腔機能については、咀嚼機能が代表的ですが、咀嚼機能は、歯の状態のみでなく

舌運動の巧緻性
こ う ち せ い

等のいくつかの要因が複合的に関係するものであるため、科学的根拠

に基づいた評価方法は確立されていません。  

 

（３） 現状と目標 

ア 乳幼児・学齢期のう蝕のない者の増加 

 ・ ３歳児でう蝕がない者の割合の増加  （国の目標値  80％以上） 

 ・ 12歳児の一人平均う蝕数の減少 （国の目標値  1.0歯未満）  

  遠軽町の 3 歳児でう蝕がない児の割合は、平成 23 年度に 75％と増加傾向でしたが、

平成 24 年度は 69％に低下し、全国や北海道と比べて低い割合で推移しています(図

1)。永久歯については、永久歯う蝕の代表的評価指標である 12 歳児の一人平均う歯

数は、平成 24 年度 1.5 歯であり、平成 23 年度全国 1.2 歯、北海道 1.8 歯の間に位

置していますが、目標値 1.0 歯未満に向けて改善が必要です。  
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図 1 3 歳児でう蝕がない者の割合の推移（国の目標値 80％以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 生涯にわたる歯科保健は、乳歯咬合の完成期である 3 歳児のう蝕有病の改善が永久歯

のう蝕予防につながります。継続した歯科対策を推進することが重要です。また、幼

児期の歯科保健行動の基盤の形成は、保護者に委ねられることが多いため、妊婦が生

まれてくる子の歯の健康に関する意識を持ち、また妊娠中に罹患しやすくなる歯周病

疾患予防のために、妊婦面接でう蝕予防の啓蒙を行います。  

 

イ 過去1年間に歯科検診を受診した者の割合の増加  （国の目標値  65％） 

 定期的な歯科検診は成人期の歯周病予防において重要な役割をはたします。  

遠軽町の歯周病検診は、平成 24 年度に 31 人が受診し、「歯科的治療を必要とする者

（要精密検査）」が 19 人(61.3％)でした。内訳(重複あり)は、歯周病治療を必要とす

る者 14 人(45.2％)、う蝕治療を必要とする者 5 人(16.1％)、歯石除去を必要とする者

9 人(29.0％)という結果でした。町の歯周病検診は、例年 30～50 人程度が受診してお

りますが、今後も成人期歯科疾患の実態把握に努め、継続した予防対策が必要です。  

 

ウ 歯周病を有する者の割合の減少 （国の目標値 40歳代25％・60歳代45％） 

 歯周病は、日本人の歯の喪失をもたらす主要な原因疾患です。  

歯周病のうち、歯肉に限局した炎症が起こる病気を歯肉炎、他の歯周組織にまで炎

症が起こっている病気を歯周炎といい、これらが大きな二つの疾患となっています。  

 また近年、歯周病と糖尿病や循環器疾患との関連性について指摘されていることか

ら、歯周病予防は成人期以降の健康課題の一つです。  

 平成 24 年度の遠軽町国民健康保険の歯科受診状況では、30 歳以降に治療する者が増

加し、60 歳～74 歳で歯科医療費の 73％(8,781 万円)を占めています。(図 2) 平成 24

年 5 月診療分で歯周病治療の割合をみると、30 歳～74 歳で被保険者の 8％という状況

ですが、受診総数でみると 613 件中、歯周病治療 421 件と 69％を占めています(表 1)。 

 歯周病の進行は、40 歳代で歯周病の疑いが出現し、50 歳代には出血・腫れなどの具

体的な症状、 60 歳代では動揺歯・残存歯の歯肉辺縁部の炎症が出現するといわれてい

ます。今後の「歯周疾患予防」には、継続的な実態把握と定期的に歯科検診受診がで

きる体制づくりが必要です。  

 

（3 歳児健康診査における歯科検診結果） 
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図2 年齢別歯科受診状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成24年度 遠軽町国民健康保険状況）  

 

表1 歯周病患者件数 

年齢  10～19歳  20～29歳  30～39歳  40～49歳  50～59歳  60～69歳  70～74歳  合計 

被保険者  272人 292人 401人 476人 650人 2,170人  1,393人 5,654人 

歯周病治療  1人 13人 25人 35人 39人 160人 148人 421人 

割合  0.4％ 4.5％ 6.2％ 7.4％ 6.0％ 7.4％ 10.6％ 7.5％ 

（平成24年5月診療分 遠軽町国民健康保険状況） 

 

（４） 対策  

ア ライフステージに対応した歯科保健対策の推進 

・ 妊婦面接時のう蝕・歯周病予防の啓蒙  

・ 乳幼児期のう蝕予防の学習（ 1 歳児、1 歳 6 か月児、3 歳児） 

・ 成人期・老齢期の歯周病の実態把握と歯周病予防の啓蒙  

 

イ 専門家による定期管理と支援の推進 

・ 幼児歯科検診（1 歳 6 か月児、3 歳児）の実施 

・ 幼児健診（1 歳 6 か月児、3 歳児）・フッ素塗布事業（年 2 回）におけるフッ素塗

布と歯科衛生士による歯磨き指導（ 1 歳、1 歳 6 ヵ月児、3 歳児） 

・ 成人期の歯周病検診の実施 

 

ウ アについて、健康増進事業実施者が各々取組みを推進 

 

平成24年度 年齢階級別受診状況

136 330 284
709 766 1,080

5,331

3,450

-

1,000

2,000
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単位：千点

点数

 

60～74 歳の歯科医療費  

8,781 万円！ 
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９ こころの健康 

 

（１） はじめに 

  社会生活を営むために、身体の健康と共に重要なものが、こころの健康です。   

こころの健康とは、人が生き生きと自分らしく生きるための重要な条件です。   

適度な運動やバランスのとれた栄養・食生活は、身体だけでなくこころの健康にお

いても重要な基礎となります。   

これらに、心身の疲労の回復と充実した人生を目指す休養が加えられ、健康のた

めの３つの要素とされてきました。   

また、健やかなこころを支えるためには、こころの健康を維持するための生活や、

こころの病気への対応を多くの人が理解することが不可欠です。  

こころの病気の代表的なうつ病は、多くの人がかかる可能性をもつ精神疾患です。

自殺の背景にうつ病が多く存在することも指摘されています。   

うつ病は、不安障害や脳血管疾患や身体症状などの基礎疾患の合併も多く、それ

ぞれに応じた適切な治療が必要になります。   

こころの健康を守るためには、社会環境的な要因からアプローチが重要で、社会

全体で取り組む必要がありますが、個々の健康的な生活習慣の取り組みによって可

能な、こころの健康を維持するための取り組みに焦点をあてます。   

 

（２） 基本的な考え方  

  現代社会はストレス過多の社会であり、少子高齢化、価値観の多様化が進む中で、誰

もがこころの健康を損なう可能性があります。   

そのため、一人ひとりが、こころの健康問題の重要性を認識するとともに、自らの心

の不調に気づき、適切に対処できるようにすることが重要です。  

 

（３） 現状と目標 

ア こころの健康状態の良好者の増加  

  平成23年に遠軽町自殺予防連絡協議会が実施した「心の健康アンケート（対象：遠軽

町役場職員、連合加入組合員、民生委員  男性：245名、女性：128名）」では、「身体

の健康状態」「こころの健康状態」を尋ねた問いでは、身体とこころ、男女間の差はあ

まり無いが、「よくわからない」との回答が「こころの健康状態」を尋ねた問いでやや

多かった。（図1、図２）  

 

 

 

 

 

 

 

 

図１　身体の健康状態
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図２　こころの健康状態
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同上の質問で年代ごとに比較すると、男性では29歳以下の「こころ」の「健康ではな

い」と答える割合が多い（身体：10.5％ こころ：21.1％）。女性では高い年代に「身

体」「こころ」ともに「健康ではない」と答えるものが出現している。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同アンケートで「今までに死にたいと考えたことがありますか？」の問いに男性31

人（12.7%）、女性14人（１１％）が「あった」と答え、「少しあった」を含めると男

女とも３割以上が「死にたい」と考えたことがあります。さらには「この１か月に死に

たいと考えたことがありますか？」の問いには男性 9人（3.7％）、女性2人（1.6%）で

あり「少しあった」を含めると、約 1割がここ1か月（最近）で死にたいと考えたことが

あったと答えています。（図 5,図6） 

 

図5 今までに死にたいと考えた者        図6 ここ1か月に死にたいと考えた者  
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図３　身体の健康状態（男性　年代別）
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図６　こころの健康状態（女性　年代別）
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図５　身体の健康状態（女性　年代別）
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図４　こころの健康状態（男性　年代別）
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イ 自殺者の減少  

遠軽町の平成１３年からの自殺死亡者の累計を見てみると、５０歳代をピークに壮

年男性が多く、７割が男性です。また自殺者の推移を見るとH１８年以降増加していま

す。（図7、図8） 

 

図 7 平成１３年～平成２４年の自殺者の年齢内訳（男性６８人、女性２７人）  
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図 8 男女別自殺者の推移  
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※H13～22 のデータはオホーツク地域保健情報年報より、H23～24 のデータは保健所調査よ
り 

 

自殺の原因として、うつ病などのこころの病気の占める割合が高いため、自殺を減

少させることは、こころの健康の増進と密接に関係します。  

WHO（世界保健機構）によれば、うつ病、アルコール依存症、統合失調症については

治療法が確立されており、これらの３種の精神疾患の早期発見、早期治療を行うこと

により、自殺率を引き下げることができるとされています。   

しかし、現実には、こころの病気にかかった人の一部しか医療機関を受診しておら

ず、精神科医の診療を受けている人はさらに少ないとの報告があります。   

北海道保健所把握精神障害者状況より遠軽町の気分（感情）障害患者数の推移をみ

ると、自殺者の推移と同様に４０歳代から患者数が増加していますが、７割近くが女

性です。また年々患者数も増加しています。（図 9、図 10） 
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図 9 平成１9 年～平成２４年の気分（感情）障害患者の年齢内訳  （男性 296 人、女
性 610 人） 
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図 10 男女別気分（感情）障害患者数の推移  
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こころの健康とは、脳の働きによって左右されます。   

うつ病などの、より客観的な診断を目指し、前頭葉の血流量変化測定し、脳の機能

の状態を図る検査の研究なども進みつつあります。（注１）   

また、脳に影響を及ぼすものとして、副腎疲労（アドレナル・ファティーグ）との

関与も明らかにされつつあります。（注２）  

 

（注 1）「うつ病の客観的な診断を目指す光トポグラフィー検査」 2009年にうつ症状の鑑別診断

補助として、厚労省に先進医療として承認される  

 

（注２）医者も知らないアドレナル・ファティーグ ジェームス・L・ウィルソン書  

中央アート出版  

【副腎疲労の原因となるライフスタイルの主な要素】  

・睡眠不足  

・栄養バランスの悪い食事   

・疲労時に食べ物や飲み物を刺激剤として摂取すること  

・疲れていても夜更かしすること  

・長期間、決定権のない立場（板ばさみ状態）に置かれること  

・長い間、勝ち目のない状況に留まること  

・完璧を目指すこと  

・ストレス解消法がないこと 
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（４） 対策  

ア こころの健康に関する教育の推進  

・種々の保健事業の場での教育や情報提供   

・脳の学習を推進  

 

イ 専門家による相談事業の推進  

・紋別保健所や遠軽町自殺予防連絡協議会と協力、連携  

・こころの相談の周知  

  

ウ アイについて、健康増進事業実施者が各々取組を推進 
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表　遠軽町の目標設定 （＊　）年間死亡数      ◎は国の目標値を既に達成

データ
ソース

データ
ソース

減少
　
⑩

65% 増加

◎現状維持

H34 H341.0歯未満
80%以上

40代25%、60代45％

H211.3歯

H26

H34

19.5%

77.1%

10.7%

H34

現状維持又は
増加

H34

H34

54.1%（妊婦の夫）

0%

女性　42.3%
総数　49.1%

男性　36％
女性　33％
総数　34％
男性　58％
女性　48％
総数　52％

第２節　目標の設定

H34

◎現状維持

75%

②糖尿病有病者の増加の抑制
1,000万人

現状維持又は
減少

H34

H2960%

H34高齢者

28%
19%

男性　10.2%
女性　3.2%

9.1%

H24
総数　43.9%
男性　55.7%

75%

22%

減少

減少傾向へ

15.000人

国の目標値

⑥
④

20%

男性64.4(＊13人)
女性20.4(＊16人)

H34
道

◎現状維持又
は低下

H34
男性23.8（＊7人)

H22

女性17.0（＊7人)

男性134mmhｇ以下
女性130mmhg以下

男性　23.4％
女性　21.4％

H23

男98.7(＊19人)
女37.7(＊10人)

73.9

27.10%

H22

H24 803人 H25452万人

45.2%

19.6%

H22 40.5 H22

減少傾向へ

H34

H34

1.00%

統計なし

減少

1.5歯
69.2%

H24

H24

7人

7.5%

657万人

3%

60.0%
60.0% H27

減少

H22

H23

5%

13.3%

15.0%

H37

H34

男性　13.0%
女性　6.4%

H34

H22

男性　34.4%
女性　25.2%

12%

23.4%

8.7% 0%

 男性　15.3%
 女性　7.5%

H24

H24

②

29.0%

男性　10.8%

0%

H24

H24

◎60%

男性　6.2%
女性　8.8%

H34
0.7%

町の目標値

減少

H22

国保　32.0%

H22

男性 138mmhg
女性 134mmhg

H22

基準該当　18.5%
予備軍　10.5%

男性　8.3%

32.6%
73.0%

女性　11.6%

３
　
糖
尿
病

分野

1.2%

16,271人

③血糖コントロール指標におけるコントロール不良者の割合の減少

（ＨｂＡ１ｃがNGSP値8.4％以上の者のうち治療中と回答した者の割合）

63.7%

890万人
（ＨｂＡ１ｃがNGSP値6.5％以上の者の割合）

国の現状値

男109.1
女61.8

32.0%

 男性　36.9
 女性　15.3

 男性
47.0％
 女性

男性　8.3％
 女性
11.7％

男性　31.2%

約1400万人

〃　　20.8%

女性　22.2%

 男性
23.4％
 女性

 男性　49.5
 女性　26.9

 男性
34.3％
 女性 男性
24.9％
 女性 男性
27.4％
 女性

31.4%
（10万人当たり）

H27

40%

（40～69歳）
当面

50%以上
(子宮20～69歳)

H28

減少

H34
40%

分野

１

が
ん

６
飲
酒

　・肥満傾向にある子どもの割合の減少
　（3歳児健診で太りすぎ【カウプ18以上】の幼児の割合）

２
　
循
環
器
疾
患

４
　
栄
養
・
食
生
活

①７５歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少

（１０万人当たり）

②がん検診の受診率の向上

・胃がん

９心の健康

①運動習慣者の割合の増加
[※日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施する者)

・20～64歳

②過去1年間に歯科検診を受診した者の増加（歯周疾患検診受診者数）

③受動喫煙の機会する者の割合の減少　※家庭内

③歯周病を有する者の割合の減少

７
喫
煙

５
身
体
活
動
・
運
動

①生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の低減

(一日当たりの純アルコールの摂取量が男性40ｇ以上、女性20ｇ以上の者)

８
歯

国の現状値 町の現状値

①自殺者の減少（人口10万に当たり）

項目

H22

男性　17.5%
女性　14.9%

男性　18.3%
女性　14.9%

男性　19.8%
女性　16.0%

18.90%

H22

町の目標値

H27

国の目標値

50%

H34
減少

減少

①介護保険サービス利用者の増加の抑制

②低栄養傾向（ＢＭＩ２０以下）の高齢者の割合の増加の抑制

・65歳以上

②妊娠中の飲酒をなくす

②成人の喫煙率の減少

・3歳児でう蝕がない者の割合の増加

・12歳児の一人平均う歯数の減少

①乳児期・学齢期でう蝕のない者の割合の増加

①妊婦の喫煙率の減少

男性　26.3％
女性　22.9％
総数　24.3％

29.0%

9.6%

H22

男性　47.6％
女性　37.6％
総数　41.9％

17.4%

H22

増加率の抑制

◎現状維持又は減少

減少

減少

増加

◎現状維持又
は減少

◎現状維持

減少

減少

◎現状維持

⑦

②

⑧

⑨

③

⑥
②

④

③

①

⑤

・肺がん

・大腸がん

・子宮がん
・乳がん

H23
道

男性 133.5mmhg
女性 130.9mmhg

①脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整死亡率の減少

・脳血管疾患

・虚血性心疾患

【130以上140未満/85以上90ｍｍｈｇ未満の者で降圧剤服薬者を除く】 女性　9.3%

男性　60.4%
女性　53.5%

男性　48.3%
女性　39.8%

11.8%

10.7%

63.8%

町の現状値

8.3%

項目

①適正体重を維持している者の増加（肥満、やせの減少）

　・20歳代の女性のやせの者の割合の減少
　　　（妊娠届時のやせの者の割合）

（ＬＤＬコレステロール160ｍｇ/ｄｌ以上の者の割合の減少）

H20

H21

H19

H22 

⑨
男性　41.6
女性　24.7
男性　31.8
女性　13.7

Ｈ20年度に比
較して25%減

男性　40.0％
女性　30.5％

H34

②

減少

維持

減少

②高血圧の改善
・収縮期血圧の平均値（血圧の服薬者を含む）（40～89歳）

・高血圧有病者の割合(40～74歳）

【140/90ｍｍｈｇ以上、降圧剤服薬者】

・正常高値血圧者の割合（40～74歳）

④メタボリックシンドロームの該当者・予備軍の減少

・特定健康診査の実施率

③脂質異常症の減少

　・２０～６０歳代男性の肥満者の割合の減少

・特定保健指導の終了率

①合併症（糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数）の減少

⑤特定健康診査・特定保健指導実施率の向上

④治療継続者の割合の増加
（ＨｂＡ１ｃがNGSP値6.5％以上の者のうち治療中と回答した者の割合）

　・全出生数中の低出生体重児の割合の減少

　・４０～６０歳代女性の肥満者の割合の減少

データソース ①町がん検診 ②町国保特定健康診査 ③町国保レセプト・身体障害者手帳交付状況 ④町3歳児健診
⑤町学校保健統計 ⑥町妊娠届出 ⑦介護保険事業報告 ⑧人口動態 ⑨地域保健情報年報 ⑩町歯周病検診

「遠軽町ヘルシープラン（第2次）」の期間 平成26年から平成34年まで、 平成29年をめどに中間評価を行う
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北
海
道
健
康
増
進
計
画
に
お
け
る
指
標
の
設
定

  

領
域

及
び

指
標

 
現

状
値

 
目

標
値

 
指

標
 

現
状

値
 

目
標

値
 

【
が
ん
】

  

○
75

歳
未
満
の
が
ん
の
年
齢
調
整
死
亡
率
（
人
口

1
0
万
対
）

  

 
 

○
成
人
の
喫
煙
率

  

○
が
ん
検
診
の
受
診
率
（

40
歳
以
上
）

  

 
・
胃
が
ん
検
診

  

 
・
肺
が
ん
検
診

  

 
・
大
腸
が
ん
検
診

  

 
・
子
宮
頸
が
ん
検
診
（

20
歳
以
上
）

  

 
・
乳
が
ん
検
診

  

【
循
環
器
疾
患
】

  

○
脳
血
管
疾
患
の
年
齢
調
整
死
亡
率
（
人
口

1
0
万
対
）
  

 
 

○
急
性
心
筋
梗
塞
の
年
齢
調
整
死
亡
率
（
人
口

1
0
万
対
）
  

 
 

○
高
血
圧
の
改
善
（

40
～

89
歳
）
※
収
縮
期
血
圧
の
平
均
値

  

 
  

○
高
血
圧
症
有
病
者
の
割
合
（

40
～

74
歳
）
  

 
 

○
正
常
高
値
血
圧
の
割
合
（

40
～

74
歳
）

  

 
 

○
脂
質
異
常
症
の
者
の
割
合
（

40
～

79
歳
）
  

 
・
総
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル

24
0m
g/
dl

以
上
の
者
の
割
合

  

 
 

 
・
L
DL

コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル

1
60
mg
/d
l
以
上
の
者
の
割
合
  

 
 

○
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
該
当
者
及
び
予
備
群

  

 
（
4
0～

74
歳
）

  

 
 

○
特
定
健
康
診
査
の
実
施
率
（

40
～

74
歳
）
  

○
特
定
保
健
指
導
の
実
施
率
（

40
～

74
歳
）
  

【
糖
尿
病
】

  

○
糖
尿
病
腎
症
に
よ
る
年
間
新
規
透
析
導
入
患
者
数

  

○
糖
尿
病
治
療
継
続
者
の
割
合
（

20
歳
以
上
）

  

○
血
糖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
指
標
に
お
け
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
不
良

者
の
割

（
Hb

A1
c
が

JD
S
値

8.
0%
(N

GS
P
値

8.
4%

)以
上
の
者
の
割
合
の
減
少
）
 

 

 
（
4
0～

7
4歳

）
 

○
糖
尿
病
が
強
く
疑
わ
れ
る
者

（
Hb

A1
cが

JD
S値

6.
1%

(N
GS

P値
6.

5%
)
 

以
上

、
ま

た
は

現
在

治
療

中
の

者
）
（

40
～

74
歳
）
 

 

 

男
性

 1
20
.4
 

女
性

  
67
.0

 

2
4
.8
％

 

 

2
6
.8
％
 

1
8
.7
％
 

2
1
.5
％
 

3
0
.0
％

 

2
8
.0
％

 

 

男
性

  
47
.1
 

女
性

  
25
.2
 

男
性

  
21
.5
 

女
性

  
9.
2 

男
性

 1
38
mm
Hg
 

女
性

 1
33
mm
Hg
 

男
性

  
47
.0
％
 

女
性

  
37
.7
％
 

男
性

  
23
.4
％
 

女
性

  
21
.4
％

 

 

男
性

  
13
.5
％
 

女
性

  
24
.0
％
 

男
性

  
9.
6％

 

女
性

  
12
.6
％

 

6
6
万
人
 

該
当
者

3
7
万
人
 

予
備
群

2
9
万
人

 

3
2
.5
％

 

1
2
.0
％

 

 

8
30

人
 

5
9
.6
％

 

1
.
09
％

 

  

男
性

  
14
.8
％
 

女
性

  
7.
1％

 

 

男
性

 1
05
.7

以
下

 

女
性

  
55
.3

以
下

 

1
2
.0
％
以
下

 

 

当
面
、

40
.0
％
以
上

 

当
面
、

40
.0
％
以
上

 

当
面
、

40
.0
％
以
上

 

5
0
.0
％
以
上

 

5
0
.0
％
以
上

 

 

男
性

  
39
.6

以
下

 

女
性

  
23
.1

以
下

 

男
性

  
18
.6

以
下

 

女
性

  
8.
2
以
下

 

男
性

1
34
mm
Hg

以
下

 

女
性

1
29
mm
Hg

以
下

 

男
性

 3
7.
3％

以
下

 

女
性

 3
0.
7％

以
下

 

男
性

 1
6.
4％

以
下

 

女
性

 1
4.
2％

以
下

 

 

男
性

 1
0.
0％

以
下

 

女
性

 1
8.
0％

以
下

 

男
性

  
7.
2％

以
下

 

女
性

  
9.
5％

以
下

 

H
20

年
度
比

25
％
減

 

  

6
9
.0
％
以
上

 

4
5
.0
％
以
上

 

 

7
60

人
以
下

 

6
4
.0
％
以
上

 

0
.
93
％
以
下

 

  

男
性

 1
9.
7％

以
下

 

女
性

  
9.
0％

以
下

 

（
※
増
加
を
半
減
）

 

○
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
該
当
者
及
び
予
備
群

  

 
（
40

歳
～

74
歳
）（

再
掲
）

  

 
 

○
特
定
健
康
診
査
の
実
施
率
（

40
歳
～

74
歳
）（

再
掲

) 
 

○
特
定
保
健
指
導
の
実
施
率
（

40
歳
～

74
歳
）（

再
掲
）

  

【
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ｄ
】

  

○
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ｄ
の
認
知
度

  

○
成
人
の
喫
煙
率
（
再
掲
）

  

【
こ
こ
ろ
の
健
康
】

  

○
自
殺
者
数
（
人
口

1
0
万
対
）
  

○
気
分
障
害
、
不
安
障
害
に
相
当
す
る
心
理
的
苦
痛
を
感
じ

て
い
る
者
の
割
合
（

20
歳
以
上
）
 

 

○
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
措
置
を
受
け
ら
れ
る
職
場
の

割
合
（

10
0
人
以
上
の
事
業
所
）

  

○
小
児
科
医
、
精
神
科
医
、
心
療
内
科
医
数
の
割
合

  

 
（
小
児
人
口

10
万
対
）

  

【
次
世
代
の
健
康
】

  

○
健
康
な
生
活
習
慣
（
栄
養
・
食
生
活
、
運
動
）
を
有
す
る

子
ど
も
の
割
合

  

・
朝
食
を
摂
取
す
る
児
童
の
割
合
（
小
学
６
年
生
）

  

 
 

 
 

・
週
１
日
以
上
授
業
以
外
で
運
動
・
ス
ポ
ー
ツ
を
す
る
児

童
の
割
合
（
小
学
５
年
生
）

  

○
適
正
体
重
の
子
ど
も
の
割
合

（
全
出

生
数

中
の

低
体

重
児

の
割

合
）
 

 

○
妊
婦
の
喫
煙
率

  

○
産
婦
の
喫
煙
率

  

○
妊
婦
の
飲
酒
率

  

【
高
齢
者
の
健
康
】

  

○
高
齢
者
の
社
会
参
加

  

（
就
業
ま
た
は
何
ら
か
の
地
域
活
動
を
し
て
い
る
高
齢
者
の
割
合

）
 

 

○
適
正
体
重
を
維
持
し
て
い
る
者

（
65

歳
以
上
の
肥
満
の
割
合

）
 

 

 
 

○
65

歳
以
上
の
日
常
生
活
に
お
け
る
歩
数

  

 
 

○
口
腔
機
能
の
維
持
・
向
上

（
60

歳
代
に
お
け
る
咀
嚼
良
好
者
の
割
合
）
 

 

【
健
康
を
支
え
、
守
る
た
め
の
社
会
環
境
の
整
備
】

  

○
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
普
及
啓
発
や
相
談
な
ど
の
道
民
 

の
健
康
づ
く
り
を
支
え
る
「
北
海
道
健
康
づ
く
り
協
働
宣

言
」
団
体
の
登
録
数

 

6
6
万
人
 

該
当

3
7
万
人
 

予
備
群

2
9
万
人
 

3
2
.5
％

 

1
2
.0
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な
し
 

2
4
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％

 

 

2
5
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8
.
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9
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2
0
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３
科
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8
5
.9
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9
.
8％

 

1
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1
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4
.
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な
し

 

 

男
性
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.1
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女
性
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.3
％
 

男
性
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歩
 

女
性
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,7
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歩
 

8
3
.4
％

 

 

4
5
団
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H
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年
度
比
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％
減

 

  

6
9
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％
以
上

 

4
5
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上

 

 

8
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以
上

 

1
2
.0
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以
下

 

 

減
少

 

7
.
4％

以
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1
0
0.
0％

 

 

 
 
  
  
増
加
 

  

  

す
べ
て
の
児
童
が

 

朝
食
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食
べ
る
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目
指
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1
0
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減
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0
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0
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0
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8
0
.0
％
以
上

 

 

減
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性

7
,0
00
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上
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6
,0
00
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上
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増
加
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領
域

及
び

指
標

  
現

状
値

  
目

標
値

  
指

標
  

現
状

値
  

目
標

値
  

【
栄
養
・
食
生
活
】

  

○
適
正
体
重
を
維
持
し
て
い
る
者

  

（
肥
満
（

BM
I2

5
以
上
）
、
や
せ
（

BM
I1

8.
5
以
下
）
の
減
少
）

 
 

・
20
～

60
歳
代
男
性
の
肥
満
者
の
割
合

  

・
40
～

60
歳
代
女
性
の
肥
満
者
の
割
合

  

・
20

歳
代
女
性
の
や
せ
の
者
の
割
合

  

○
適
切
な
量
と
質
の
食
事
を
と
る
者
（

20
歳
以
上
）
  

 
・
食
塩
摂
取
量

  

 
・
野
菜
の
摂
取
量

  

 
・
果
物
摂
取
量

10
0ｇ

未
満
の
者
の
割
合

  

 
・
脂
肪
エ
ネ
ル
ギ
ー
比
率
が

25
.0
％
以
上
の
者
の
割
合
  

 
 
  

 
・
朝
食
を
と
ら
な
い
者
の
割
合
（
全
年
代
）

  

 
 

○
食
品
中
の
食
塩
や
脂
肪
の
低
減
に
取
り
組
む
食
品
企
業
及

び
飲
食
店
の
登
録
数

  

○
利
用
者
に
応
じ
た
食
事
の
計
画
、
調
理
及
び
栄
養
の
評

価
、
改
善
を
実
施
し
て
い
る
特
定
給
食
施
設
の
割
合

  

【
身
体
活
動
・
運
動
】

  

○
運
動
習
慣
者
の
割
合

  

（
週
２
回
以
上
３
０
分
以
上
の
持
続
運
動
で
１
年
以
上
継
続
し
て
い
る
者
）
 
 

 
・
2
0～

64
歳

  

 
 

 
・
65

歳
以
上

  

 
 

○
日
常
生
活
に
お
け
る
歩
数

  

 
・
2
0～

64
歳

  

 
 

 
・
65

歳
以
上
（
再
掲
）

  

 
 

○
す
こ
や
か
ロ
ー
ド
登
録
コ
ー
ス
数

  

 
 

【
休
養
】

  

○
睡
眠
に
よ
る
休
養
を
十
分
に
と
れ
て
い
な
い
者

  

【
喫
煙
】

  

○
成
人
の
喫
煙
率
（
再
掲
）

  

○
未
成
年
者
の
喫
煙
率

  

 
・
中
学
１
年
生

  

 
 

 
・
高
校
３
年
生
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2
9
.9
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 3
3.
3％
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0
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2
8
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5
6
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％
 

男
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.9
％
 

女
性

  
51
.3
％
 

男
性
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.2
％
 

女
性

  
7.
6％

 

3
,
72
4
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7
6
.9
％
 

    

男
性

  
30
.7
％
 

女
性

  
29
.7
％
 

男
性

  
49
.2
％
 

女
性

  
42
.2
％
 

 

男
性

 7
,5
39

歩
 

女
性

 6
,7
43

歩
 

男
性

 5
,9
68

歩
 

女
性

 4
,7
87

歩
 

6
8
市
町
村
 

1
31

コ
ー
ス
 

 

 
 
  
  

17
.8
％
 

 2
4
.8
％
 

 

男
子

 0
.9
％
 

女
子

 0
.6
％
 

男
子

 2
.9
％
 

女
子

 1
.7
％
 

   

2
8
.0
％
以
下
 

2
4
.0
％
以
下
 

2
0
.0
％
以
下
 

 

8
.
0ｇ

以
下
 

3
5
0ｇ

以
上
 

3
0
.0
％
以
下
 

男
性

 1
9.
7％

以
下
 

女
性

 3
1.
1％

以
下
 

男
性

  
4.
0％

以
下
 

女
性

  
2.
4％

以
下
 

増
加
 

 

8
0
.0
％
以
上
 

    

男
性

 4
0.
7％

以
上
 

女
性

 3
9.
7％

以
上
 

男
性

 5
9.
2％

以
上
 

女
性

 5
2.
2％

以
上
 

 

男
性

9
,0
00

歩
以
上
 

女
性

8
,5
00

歩
以
上
 

男
性

7
,0
00

歩
以
上
 

女
性

6
,0
00

歩
以
上

増
加
   

1
5
.0
％
以
下
 

 

1
2
.0
％
以
下
 

 

0
.
0％

 

0
.
0％

 

0
.
0％

 

0
.
0％

 

○
妊
婦
の
喫
煙
率
（
再
掲
）

  

○
産
婦
の
喫
煙
率
（
再
掲
）

  

○
日
常
生
活
で
受
動
喫
煙
（
家
庭
・
職
場
・
飲
食
店
・
行
政

機
関
・
医
療
機
関
）
の
機
会
を
有
す
る
者
の
割
合

  

 
 

 
 

 
 

 
 

○
お
い
し
い
空
気
の
施
設
登
録
数

  

【
飲
酒
】

  

○
生
活
習
慣
病
の
リ
ス
ク
を
高
め
る
量

（
１
日
あ
た
り
の
純
ア
ル
コ
ー
 
 

ル
摂
取
量
が
男
性

40
ｇ
以
上
、
女
性

20
ｇ
以
上
）
を
飲
酒
し
て
い
る
者
の

割
合
（

20
歳
以
上
）
  

○
未
成
年
者
の
飲
酒
率

  

 
・
中
学
３
年
生
  

 
 

 
・
高
校
３
年
生
  

 
 

○
妊
婦
の
飲
酒
率
（
再
掲
）

  

【
歯
・
口
腔
】

  

○
乳
幼
児
・
学
童
期
の
む
し
歯
の
な
い
者
の
割
合

  

 
・
む
し
歯
の
な
い
３
歳
児
の
割
合
 
 

 
・
12

歳
児
の
む
し
歯
数
（
１
人
平
均
む
し
歯
数
）

  

○
60

歳
代
に
お
け
る
咀
嚼
良
好
者
の
割
合
（
再
掲
）

  

○
60

歳
で

24
本
以
上
の
自
分
の
歯
を
有
す
る
者
の
割
合

  

（
55
～

64
歳
）
  

○
過
去
１
年
間
に
歯
科
健
診
を
受
診
し
た
者
の
割
合

  

【
健
康
寿
命
の
延
伸
】

  

○
健
康
寿
命
（
日
常
生
活
に
制
限
の
な
い
期
間
）

  

 
 

○
平
均
寿
命
と
健
康
寿
命
と
の
差
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3
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共
施
設

1
5.
5％

 

職
場

  
36
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％
 

家
庭
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％
 

飲
食
店
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3
,
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3
施
設
 

 

男
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.8
％
 

女
性
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6％

 

  

男
子
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.3
％
 

女
子
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％
 

男
子

 1
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4％

 

女
子

 1
0.
6％

 

4
.
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7
7
.8
％
 

1
.8

本
 

8
3
.4
％
 

 
 
  
  

42
.1
％
 

 

 
 
  
  

22
.0
％
 

 

男
性
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0.
03

年
 

女
性

 7
3.
19

年
 

男
性

  
9.
24

年
 

女
性

 1
3.
37

年
 

0
.
0％

 

0
.
0％

 

行
政
機
関

 0
.0
％
 

医
療
機
関

 0
.0
％
 

職
場

 受
動
喫
煙
の
 

職
場
の
実
現
 

 
 家

庭
  
3.
0％

以
下
 

飲
食
店

1
5.
0％

以
下
 

増
加
 

 

男
性

  
17
.7
％
以
下
 

女
性

  
8.
2％

以
下
 

  

0
.
0％

 

0
.
0％

 

0
.
0％

 

0
.
0％

 

0
.
0％

   

8
5
.0
％
以
上
 

 
 
1.
0
本
以
下
 

増
加
 

5
0
.0
％
以
上
 

 

3
0
.0
％
以
上
 

 

 
 
  
 増

加
 

 減
少
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